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【投資者に対する注意事項】
１．TOKYO PRO Marketは、特定投資家等を対象とした市場であり、その上場会社は、高い投資リスク
を含んでいる場合があります。投資者は、TOKYO PRO Marketの上場会社に適用される上場適格性要
件及び適時開示基準並びに市場価格の変動に関するリスクに留意し、自らの責任で投資を行う必要
があります。また、投資者は、発行者情報により公表された情報を慎重に検討した上で投資判断を
行う必要があります。特に、第一部　第３　４【事業等のリスク】において公表された情報を慎重
に検討する必要があります。

２．発行者情報を公表した発行者のその公表の時における役員（金融商品取引法（以下「法」とい
う。）第21条第１項第１号に規定する役員（取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又はこれら
に準ずる者）をいう。）は、発行者情報のうちに重要な事項について虚偽の情報があり、又は公表
すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実に関する情報が欠けていた
ときは、法第27条の34において準用する法第22条の規定に基づき、当該有価証券を取得した者に対
し、情報が虚偽であり又は欠けていることにより生じた損害を賠償する責任を負います。ただし、
当該有価証券を取得した者がその取得の申込みの際に、情報が虚偽であり、又は欠けていることを
知っていたときは、この限りではありません。また、当該役員は、情報が虚偽であり又は欠けてい
ることを知らず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかったことを証明し
たときは、上記賠償責任を負いません。

３．TOKYO PRO Marketにおける取引所規則の枠組みは、基本的な部分において日本の一般的な取引所
金融商品市場に適用される取引所規則の枠組みと異なっています。すなわち、TOKYO PRO Marketに
おいては、J-Adviserが重要な役割を担います。TOKYO PRO Marketの上場会社は、特定上場有価証券
に関する有価証券上場規程の特例（以下「特例」という。）に従って、各上場会社のために行動す
るJ-Adviserを選任する必要があります。J-Adviserの役割には、上場適格性要件に関する助言及び
指導、並びに上場申請手続のマネジメントが含まれます。これらの点について、投資者は、東京証
券取引所のホームページ等に掲げられるTOKYO PRO Marketに係る諸規則に留意する必要がありま
す。

４．東京証券取引所は、発行者情報の内容（発行者情報に虚偽の情報があるか否か、又は公表すべき
事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実に関する情報が欠けているか否かという
点を含みますが、これらに限られません。）について、何らの表明又は保証等をしておらず、前記
賠償責任その他の一切の責任を負いません。
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第一部【企業情報】

第１【本国における法制等の概要】

該当事項はありません。

回次 第11期 第12期 第13期

決算年月 2023年９月 2024年９月 2025年９月

売上高 （千円） 481,486 429,854 475,099

経常利益 （千円） 16,321 50,160 49,503

当期純利益 （千円） 435 35,482 26,266

純資産額 （千円） 36,404 71,886 158,153

総資産額 （千円） 285,630 289,155 288,000

１株当たり純資産額 （円） 40.45 71.89 149.20

１株当たり配当額

（うち１株当たり中間配当額）
（円）

―

(―)

―

(―)

―

(―)

１株当たり当期純利益 （円） 0.48 36.34 25.87

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 （円） ― ― ―

自己資本比率 （％） 12.7 24.9 54.9

自己資本利益率 （％） 1.2 65.5 22.8

株価収益率 （倍） ― ― ―

配当性向 （％） ― ― ―

営業活動によるキャッシュ・フロー （千円） 81,223 63,176 60,276

投資活動によるキャッシュ・フロー （千円） △16,005 △21,315 △1,015

財務活動によるキャッシュ・フロー （千円） 24,766 △47,968 △39,791

現金及び現金同等物の期末残高 （千円） 205,787 199,680 219,150

従業員数 （人） 13 14 14

第２【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

（注）１．当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載

しておりません。

２．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため記載しておりません。

３．第11期から第12期までの潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの当社株

式は非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので記載しておりません。また、第13期の潜在株式調

整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、期中平均株価が把握できませんので記載

しておりません。

４．第11期及び第12期の株価収益率については、当社株式は非上場であるため、第13期の株価収益率については、

取引所における当社株式の売買実績がなく株価を把握できないため記載しておりません。

５．１株当たり配当額及び配当性向については、配当を行っていないため記載しておりません。

６．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数については、その総数が従業員の100分の10未満であるため記載を

省略しております。

７．第12期の財務諸表については、「特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例」第110条第５項の規定

に基づき、第13期の財務諸表については、「特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例」第128条第
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３項の規定に基づき、監査法人コスモスの監査を受けておりますが、第11期の財務諸表については、当該監査

を受けておりません。

８．2025年１月15日開催の取締役会決議により、2025年２月７日付で普通株式１株につき100株の株式分割を行っ

ておりますが、第11期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純

利益を算定しております。
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年月 事項

2012年10月 商業用不動産専門の仲介事業を目的として、東京都渋谷区道玄坂一丁目15番10号

に株式会社ゼン・ランドを設立

2013年１月 宅地建物取引業者として東京都知事免許取得（東京都知事（３）第94776号）

商業用不動産仲介業務、商業用不動産売買業務、商業用不動産物件管理業務を開

始

2013年３月 店舗物件専門ポータルサイト「TEMPOLY」開始

2014年４月 マーケット調査・店舗開発支援業務開始

2014年９月 東京都渋谷区道玄坂一丁目17番11号へ本店移転

2016年８月 住宅宿泊事業法制定に伴い、民泊事業を目的として、株式会社アミコムら５名と

共同出資し、東京都渋谷区道玄坂一丁目17番11号に株式会社サムライズ（現　株

式会社Thumz）を設立

2021年４月 店舗物件専門ポータルサイト「TEMPOLY」全面リニューアル

2023年５月 商圏分析システム「TEMPOLY ASSIST」開始

2023年９月 既存業務に経営資源を集中するため、株式会社サムライズ（現 株式会社Thumz）

の所有する全株式の譲渡

2025年５月 東京証券取引所 TOKYO PRO Marketに株式を上場

２【沿革】

当社は、代表取締役社長の藤井善英が前職において店舗仲介を手掛ける中で、商業用不動産業界

は情報の公開性及び透明性等が低く閉鎖的であることに疑問を持ち、この業界の状況を変えるべく

透明で公正な取引を行う会社として、事業領域を商業用不動産仲介事業に特化した株式会社ゼン・

ランドを設立しました。

なお、社名であるゼン・ランドのゼンは、当社の最も重要な理念である「善行」を表す「善」

を、ランドは不動産を意味する「Land」に由来しております。

また、当社ロゴは、当社が専門に扱う商業用不動産のキーポイントとなるビルの立体構造を、社

名「ゼン＝善」の漢字をモチーフにして表現しております。ロゴに使用されている、縦・横・斜、

それぞれの直線は、ビルの駆体とともに、ビジネスにおいて交差する、テナントや利用者の行き交

うストーリーをイメージしており、最下部のひし形内斜線は、企業と利用者をつなぎ、価値を創造

するハブとしての役割を果たす、当社の姿勢を明示したものであります。
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３【事業の内容】

当社の事業内容（各業務の内容）は次のとおりであります。なお、当社は商業用不動産事業の単

一セグメントでありますが、商業用不動産仲介業務（賃貸仲介・売買仲介）、商業用不動産売買業

務、商業用不動産物件管理業務の３つの業務により構成されております。

（１）商業用不動産仲介業務

当社は、店舗物件に特化した検索WEBサイト「TEMPOLY」を自社で運営しており、主に商業用不動

産仲介業務（賃貸仲介）の集客において活用しております。商業用不動産には店舗、オフィス、倉

庫、工場等いくつか種類がありますが、当社が注力している店舗物件は、住宅物件やオフィス物件

に比べて情報が閉鎖的とされており、このような状況を変えるべく、当社設立の間もない頃より

「TEMPOLY」の運営を開始しました。

「TEMPOLY」のデータベースには、当社設立から現在まで独自のネットワークを通じて蓄積してき

た物件情報・募集履歴等が10年分以上保存されております。当社は、これら物件情報・募集履歴か

ら得られる賃料推移等も活用しながら商業用不動産仲介業務（賃貸仲介）を行っております。ま

た、「TEMPOLY」は最新物件情報（常時1,000件ほどの物件）を一般公開しております。入手した物

件情報は素早く掲載することを心掛け、情報が古くなった物件は随時クリーニングを行い、最新の

情報を幅広く提供しております。

物件検索WEBサイト「TEMPOLY」
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また、当社は、商圏特性（人口特性、世帯特性、商業集積、需要特性、商業力指数、立地特

性）、退店理由、現地調査、既存設備の状態に加え、スマホ位置情報（人流データ）による店舗前

通行量等の各種データをまとめた「TEMPOLY ASSIST」を商業用不動産仲介業務（賃貸仲介・売買仲

介）、商業用不動産売買業務及び商業用不動産物件管理業務の集客において活用しております。

「TEMPOLY ASSIST」を活用することで、新規出店候補地の収益性と賃料水準の動向から、適正な

賃料相場の算定、競合店の集客エリアと地域別の競合度合等の分析が可能となります。

商圏分析システム「TEMPOLY ASSIST」を用いたマーケットレポート（一部抜粋）
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当社は、単に物件の賃貸仲介又は売買仲介することのみにとどまらず、データを活用した候補地

の商圏ポテンシャル及びその後の販売効率をも透明化することで適切な立地と物件を絞り込み、顧

客にとって最適な物件を提案できることが当社の商業用不動産仲介業務における強みとなっており

ます。

①賃貸仲介

当社は創業以来、一貫して商業用不動産の仲介、特に店舗物件の賃貸仲介に注力してまいりまし

た。これまで培ってきたノウハウの他、「TEMPOLY」を活用した物件の選定及び「TEMPOLY ASSIST」

を活用した商圏特性分析等を行い、顧客１人ひとりそれぞれに合った物件の提案を行っておりま

す。

店舗物件は入居するテナントの業種も飲食店全般、メーカー（ショールーム）、スポーツジム、

エステサロン、美容室、学習塾、アパレル、物販店全般等、様々で建築基準法、消防法、その他の

関連法規も含めて規制等が業種、業態により変わり求められる専門知識が多岐にわたります。ま

た、一般的な住宅用不動産とは違った交渉や各種法令の下で許認可等が必要となる場合も多く、所

有者（貸主）、出店者（借主）それぞれの立場を理解し、専門性をもって取り組んでおります。

所有者に対しては、テナント誘致（リーシング）において昨今、様々な契約形態が存在する商業

用不動産市場（店舗賃貸マーケット）において、リスクやコスト等を踏まえた上で、テナント選定

のアドバイスをはじめとする煩雑な手続きや契約交渉を行います。また、「TEMPOLY」へ物件掲載す

ると共に出店者の入退去時に、物件の所在エリアの商圏調査、周辺賃料相場、店舗前通行量等の当

社の収集したデータに基づいた分析結果より、現在の適正賃料のアドバイスを実施しております。

これらを経て出店者との契約締結までお手伝いします。

②売買仲介

主に他不動産会社又は所有者（売主）からの依頼又は紹介等により、商業用ビル（一棟・区

分）、土地等を中心に売買仲介を行っております。不動産賃貸市場における店舗物件の賃料相場は

その他の住宅、オフィス物件よりも消費者の景況感に敏感に反応し、価格変動の幅が大きく、適切

に賃料相場を捉えることが重要であり、当社の賃貸仲介で培った経験「TEMPOLY ASSIST」を活用し

たノウハウを基に、単に仲介するのではなく、お客様それぞれの立場になって最適なご提案をして

おります。

所有者に対しては計画段階から当社が参加することにより、適正な賃料相場、出店者が好む内外

装、デサイン計画等のプランニングのアドバイスを行っております。

また、物件の所在エリアの商圏調査、路線価、周辺売買相場、物件の管理状況、店舗前通行量等

の当社の収集したデータに基づいた分析結果より、現在の適正売却価額のアドバイスを実施してお

ります。これらを経て顧客（買主）との契約締結までお手伝いしております。

顧客に対しては、物件の所在エリアの商圏調査、路線価、周辺売買相場、周辺賃料相場、物件の

管理状況、店舗前通行量等の当社の収集したデータに基づいた分析結果より、現在の適正購入価額

及び適正賃料のアドバイスを実施しております。これらを経て所有者との契約締結までお手伝いし

ております。
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（２）商業用不動産売買業務

主に他不動産会社又は所有者（売主）からの物件の持ちこみ又は紹介等により、商業用ビル（一

棟・区分）、土地等を中心に売買を行っております。

物件の持ちこみ又は紹介等により、「TEMPOLY ASSIST」を活用して候補となる物件の所在エリア

の商圏調査、店舗前通行量、路線価、周辺売買相場、周辺賃料相場、物件の管理状況等を把握した

上で、どのような出店者（借主）にニーズがあるかを熟慮し、物件の収益最適化を検証した上で売

買しております。

（３）商業用不動産物件管理業務

所有者（貸主）から委託された商業用不動産物件の管理・運営業務を行っております。「TEMPOLY 

ASSIST」を活用して当社の強みである商業用不動産物件の適正な賃料相場を明示し、収益の最大化

を目指し入居者（借主）からの賃料回収、トラブル対応、入居者誘致、定期清掃、所有者への定期

報告書類作成を中心に、当社でこれまで培ってきたノウハウを活かしながら物件管理業務を実施し

ております。また、トラブル等を未然に防ぐために定期的な物件のチェックも行い、常に入居者と

の良好な関係性の構築にも努めております。これにより、管理物件の収益性向上と永続性を追求す

るための資産価値向上を図っております。

事業系統図は次のとおりであります。
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４【関係会社の状況】

該当事項はありません。

2025年９月30日現在

従業員数（人） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（千円）

14 35.2 3.2 5,040

５【従業員の状況】

（１）発行者の状況

（注）１．従業員数は就業人員であります。なお、臨時雇用者数は、その総数が従業員数の100分の10未満であるため、

記載を省略しております。

２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

３．当社は、商業用不動産事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

（２）労働組合の状況

当社の労働組合は、結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
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第３【事業の状況】

１【業績等の概要】

（１）業績

当事業年度における我が国経済は、輸出関連企業が円安による好業績の維持をはじめ、設備投資

も緩やかに増加しており企業収益の改善が見られます。また、個人消費も雇用・所得環境の改善を

背景として物価上昇の影響を受けつつも底堅く推移しております。このように前向きな動きが見ら

れる一方で、欧米では高い金利水準が継続しており、米国の通商政策や関税措置等の影響もあり、

物価上昇の継続が今後の個人消費にどのような影響を及ぼすか等、依然として景気の先行きが不透

明な状況が続いております。

当社が属する不動産業界においては、インバウンド消費の回復が継続しており、都内の店舗賃料

はインバウンド需要の高いエリアで賃料上昇の流れが継続していることが見受けられます。引き続

きインバウンドの増加による賃料上昇の傾向は継続するものと思われます。

このような事業環境のもと、当社は安定した収益の確保並びに事業規模の継続的拡大のため、通

期を通した人材採用及び社内外の講師による社員教育を実施すると共に、集客力強化のためにタク

シー広告をはじめSNS広告にも積極的に広告宣伝費用を投じることに努めてまいりました。

これらの結果、売上高は475,099千円（前年同期比10.5％増）、営業利益は49,475千円（前年同期

比6.6％減）、経常利益は49,503千円（前年同期比1.3％減）、当期純利益は26,266千円（前年同期

比26.0％減）となりました。

なお、当社は商業用不動産事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略してお

ります。

（２）キャッシュ・フローの状況

当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税引前当期純利益が

49,503千円（前年同期比6.1％減）と減少したものの、転換社債型新株予約権付社債の償還による支

出、長期借入金の返済による支出等に留まったことにより、前事業年度末に比べ19,469千円増加

し、当事業年度末には219,150千円となりました。

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当事業年度において営業活動の結果得られた資金は60,276千円（同4.6％減）となりました。主な

増加要因は、税引前当期純利益49,503千円、減価償却費7,255千円、棚卸資産の減少額12,656千円、

未払金の増加額5,606千円等であり、主な減少要因は、法人税等の支払額23,520千円等によるもので

あります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当事業年度において投資活動の結果使用した資金は1,015千円（同95.2％減）となりました。減少

要因は、有形固定資産の取得による支出707千円、長期前払費用の取得による支出308千円によるも

のであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当事業年度において財務活動の結果使用した資金は39,791千円（同17.0％減）となりました。減

少要因は、転換社債型新株予約権付社債の償還による支出10,000千円、長期借入金の返済による支

出29,791千円によるものであります。
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事業区分
当事業年度

（自　2024年10月１日
至　2025年９月30日）

前年同期比（％）

商業用不動産仲介業務（千円） 463,500 52.53

商業用不動産売買業務（千円） ― △100.00

商業用不動産物件管理業務（千円） 11,598 6.31

合計（千円） 475,099 10.53

相手先

前事業年度

（自　2023年10月１日

至　2024年９月30日）

当事業年度

（自　2024年10月１日

至　2025年９月30日）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

大和ハウス工業株式会社 77,490 18.0 144,120 30.3

fav hospitality group株式会社 ― ― 70,000 14.7

株式会社シティホームズ ― ― 53,310 11.2

株式会社ケン商会 132,022 30.7 ― ―

株式会社プロパティソリューションズ 53,910 12.5 ― ―

２【生産、受注及び販売の状況】

（１）生産実績

当社は生産活動を行っておりませんので、該当事項はありません。

（２）受注実績

当社は受注生産を行っておりませんので、該当事項はありません。

（３）販売実績

当事業年度の販売実績は、次のとおりであります。なお、当社は商業用不動産事業の単一セグ

メントであるため、事業区分別に記載しております。

（注）１．主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。

２．割合が100分の10未満の場合は記載を省略しております。
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３【対処すべき課題】

当社は、今後の継続的な企業成長のために、当面の対処すべき課題として以下の課題に取り組む必

要があると考えております。なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判

断したものであります。

（１）事業拡大に対応する人材の確保及び育成

当社にとって最大の資産は、当社の保有する経験・ノウハウを担っていく「人」であり、継続的

に企業価値を向上していくためにも優秀な人材を安定的に確保していくことは極めて重要であると

考えております。人材の獲得競争が激しさを増す現況下において、経営資源である人材を十分かつ

適時に確保するために、採用力を強化し、人材の獲得に向けて積極的に活動するとともに、労働環

境の向上や福利厚生の充実等により、職場環境がより働きやすいものとなるように努め、離職率の

低減を図ってまいります。また、人員の増加にあわせ、定期的にスキルの向上やコンプライアンス

等研修を実施し、人材の育成と強化に努めてまいります。

（２）内部統制、リスク管理体制の整備・強化及びコンプライアンスの徹底

当社の継続的な拡大を支えていくために、当社としては業況推移を常時正確に把握し、適時・適

切に経営判断へ反映させていくことが重要であると考えております。また、当社の属する不動産業

界は、建築基準法、国土利用計画法、都市計画法、宅地建物取引業法等、建築や不動産取引に関わ

る多数の法令及び条例等の法的規制を受けております。企業の社会的責任を積極的かつ十分に果た

していくためには、企業は自身の責任と判断でそのリスクを管理する必要があり、コンプライアン

ス体制のさらなる充実・強化が重要であると認識しております。社会環境と安全性を重視し、法令

及び規則の遵守をより確実に実践するために、取締役会、経営会議の機能強化と社内の徹底した情

報共有化のための施策に取り組んでまいります。

（３）財務基盤の強化

当社の不動産事業における販売用不動産の購入資金は、主に金融機関からの借入により賄ってお

ります。2025年９月期末における純資産額は158,153千円、自己資本比率は54.9％となっており、市

況の変化に左右されず、安定的な資金調達を行うためにも、金融機関との良好な関係を維持すると

ともに、資金調達手段の多様化に取り組んでいく必要があるものと認識しております。また、販売

用不動産の早期売却を図り、運転資金の確保や財務基盤の拡充を図ってまいります。

（４）安定した収益力の確保

当社は商業用不動産事業の賃貸仲介及び売買仲介を事業の主軸としておりますが、これらの顧客

は主に新規顧客が中心であり、また、外部要因によっても売上高が大きく増減する可能性がござい

ます。よって、営業力の強化、新規顧客獲得は勿論のこと、経営資源活用による新規事業の構築等

により、安定した収益力の確保を実施してまいります。

（５）知名度の向上

当社が運営するサイトである「TEMPOLY」は、テナント及びテナントへサービス提供を行う不動産

業者からの認知度は徐々に高まってきております。しかしながら事業の更なる成長を実現するため

には、より多くのテナントやこれから店舗事業の開業を目指す潜在層、幅広い事業者層を獲得する

必要があります。当社では、「TEMPOLY」のリブランディングに加え、引き続き、サイト内のコンテ

ンツ最適化やWebマーケティングに投資することにより、より幅広い層のテナントや事業者の獲得を

目指してまいります。
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許認可等の

名称
許認可登録番号 有効期間 関係法令

許認可等の

取消事由

宅地建物取引業免許
東京都知事（３）

第94776号

2022年11月10日～

2027年11月９日
宅地建物取引業法 同法第66条

４【事業等のリスク】

以下において、当社の事業展開その他に関してリスク要因と考えられる主な事項を記載しておりま

す。

当社は、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の適切な対応

に努める方針ですが、当社株式に関する投資判断は、以下の事項及び本項以外の記載事項を慎重に検

討した上で行われる必要があると考えております。

また、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであり、実際の

結果とは異なる可能性があります。

（１）事業環境に関するリスク

①市場動向等について

商業用不動産売買業務は、景気動向、金利動向、地価動向及び税制等に基づく購買者の購入意欲

や需要動向に影響を受けやすいため、景気の先行き悪化や大幅な金利の上昇、地価の上昇、住宅税

制・消費税増税等の動向に大きく左右される傾向があります。そのため、これらの動向次第で当社

の財政状態や経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

②市況の変動による在庫リスクについて

当社の商業用不動産売買業務においては、マーケット分析や事業計画を十分に検討した上で土地

や物件の仕入を行っております。しかしながら、突発的な市況の変動、建物調達コストの変動、想

定外の金利の上昇、金融市場の信用収縮が生じる等、当初計画どおりの販売を行えず在庫として滞

留したり、棚卸資産の減損や含み損が発生したりする場合には、当社の財政状態や経営成績に影響

を及ぼす可能性があります。

③競合について

当社の事業においては、競合企業が複数存在しており、一定の競争環境があるものと認識してお

ります。当社は、独自の商業用物件のポータルサイト「TEMPOLY」や、独自の分析ツール「TEMPOLY 

ASSIST」の活用により差別化を図っております。

しかしながら、これらの競合企業に対して効果的な差別化を行うことができず、当社が想定して

いる事業展開が図れない場合には、当社の財政状態や経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

（２）法規制に関するリスク

①法的規制について

当社が属する不動産業は、宅地建物取引業法、建築基準法、都市計画法、借地借家法、景品表示

法等の不動産取引に関して多数の法的規制があり、当社の事業運営において、これら法的規制に対

応できる体制を構築しております。宅地建物取引業法、建築基準法、国土利用計画法、都市計画法

等の法的規制を受け、当社事業においては宅地建物取引業法に基づく免許が重要であり、免許取消

となった場合、当社の財政状態や経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。

当社は、免許及び許可の要件、各法令の遵守に努めていることから、現在を含めて過去において

も免許及び許可の取消事由に該当するような事実は発生しておりませんが、法令違反等による許可

の取消がなされた場合、不測の事態が生じた場合、これらの改正や関連する各種税制の改正によ

り、当社の財政状態や経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

なお、当社の免許及び許可の有効期間、その他法令により定められているものは下表のとおりで

あります

②訴訟について

当社は、現時点において業績に重要な影響を及ぼす訴訟を提起されている事実はありませんが、

事業活動を行う上で、取引先又は顧客との認識の齟齬その他に起因して販売又は仲介物件等に起因

したクレーム・トラブル等が発生する場合があります。当社においては、弁護士等の関与のもと必
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要と考えられる相手先との協議・対応を行うとともに、適時、取締役会に訴訟の可能性のある事案

を報告することにより、迅速かつ適切な対応を心がけております。

しかしながら、今後においてこれらクレーム・トラブル等に起因して重大な訴訟等が提起された

場合には、当社における顧客からの信頼低下並びに損害賠償請求等により、当社の財政状態や経営

成績に影響を及ぼす可能性があります。

（３）事業内容に関するリスク

①販売先との取引について

当社には、販売実績の10％を超える販売先が存在しておりますが、商業用不動産売買業務におけ

る販売実績が大きく影響するため、当社業績は特定の販売先の動向に大きく左右されない構造にな

っています。販売先とは今後も良好かつ緊密な関係を維持し、取引を拡大していく方針ですが、販

売先の営業方針等により、当社との取引が相当程度減少した場合又は新規販売先の拡大が順調に進

まなかった場合には、当社の財政状態や経営成績に影響を与える可能性があります。

②特定地域への依存について

当社は東京都、神奈川県、埼玉県及び千葉県の１都３県を中心に事業展開を行っております。特

に売上割外の大きい東京都において地震等の災害が発生し、本社の損壊等による営業の一時停止、

道路網の寸断、交通制御装置の破損等により事業の運営が困難になった場合、あるいは特定した経

済的ダメージが発生し経済環境が悪化した場合には、当社の財政状態や経営成績に影響を及ぼす可

能性があります。

③個人情報の管理について

当社は、事業活動により顧客や不動産所有者等の個人情報をお預かりしております。当社は、個

人情報の取扱に関して、関連する社内規程を整備し、役職者に係わらず当社全体で個人情報保護に

関する教育・研修を実施すること等により、情報管理の徹底に努めております。しかしながら、不

測の事態により、個人情報が外部に漏洩するような事態となった場合は、当社の信用の失墜、賠償

責任を課せられる可能性もあり当社の財政状態や経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

（４）組織体制に関するリスク

①特定の人物への依存について

当社代表取締役社長である藤井善英は、当社の経営方針・戦略の決定及び事業の推進等の面にお

いて重要な役割を果たしております。同氏が当社の業務執行から離れることを現時点において想定

してはおりませんが、当社では今後、同氏に過度に依存しないよう組織的な経営体制の構築や人材

育成を進めていきたいと考えております。

しかしながら、現時点において、同氏が何らかの理由により経営者として業務を遂行できなくな

った場合は、当社の財政状態や経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

②人材確保・教育について

商業用不動産事業については、幅広い知識と経験を必要とする業務であり、人材は極めて重要な

経営資源であります。当社が確実な事業推進と企業成長をしていくためには、ノウハウ・情報の共

有化、従業員の継続的能力の向上に努めるとともに、専門性の高い人材の確保やマネジメント層並

びに次世代を担う若手社員の採用及び育成・教育が不可欠であります。当社においては、これらの

人材を確保するため、従業員の採用の強化、教育研修の充実を推進しております。また、人事制度

を通して、公正な評価と報酬への正当な反映を実現するとともに、職場環境の改善に努め、福利厚

生や待遇の充実を図っております。

しかしながら、人材育成のスピードが事業規模に見合わない場合、あるいは、現時点における有

能な人材が社外流出した場合には事業拡大の制約要因となる可能性があり、当社の財政状態や経営

成績に影響を与える可能性があります。

③小規模組織について

当社は小規模な組織であり、内部管理や業務執行についても規模に応じた体制となっておりま

す。また当社の事業活動は、現在の経営陣や各部門で重要な役割を担う従業員に依存するところが

あります。当社では、今後の業務拡大及び業務内容の多様化に対応するため、人員の補強及び内部

管理体制や業務執行体制の一層の充実を図っていく方針であります。現時点で問題はないと考えて
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2025年９月期

有利子負債残高（千円） 59,371

有利子負債依存度（％） 20.6

おりますが、当社は未だ成長途上にあるため、これらの施策が適切に行われない場合、また現在の

経営陣が退任、各部門で重要な役割を担う従業員が退職した場合は、当社の事業運営及び経営成績

に影響を及ぼす可能性があります。

（５）外部環境に起因するリスク

①自然災害について

地震・火災・水害等の自然災害、大規模な事故等の人為的災害の発生により、当社が保有する販

売用不動産や管理物件、その他サブリース物件について滅失、劣化又は毀損し、修繕、建替のため

に多額の支出を余儀なくされ、賃貸収益が減少し、当社の財政状態や経営成績に影響を及ぼす可能

性があります。

②感染症について

新型コロナウイルス感染症のような感染症の大規模な流行が発生した場合、従業員等の感染や、

感染拡大防止のため営業活動の制限、経済活動の停滞等に伴い、入居テナントの業績悪化等による

賃貸料の減額・退去、自社経営の店舗売上の減少等が起こり、当社への業績及び財務状況に影響が

生じる可能性があります。当社は、リスクマネジメント体制によりリスクマネジメントを行ってお

りますが、これらのリスクが顕在化した場合には、当社の財政状態や経営成績に影響を与える可能

性があります。

（６）その他のリスク

①有利子負債の依存及び資金調達について

当社は、商業用不動産事業における必要資金を主に金融機関からの借入金によって調達しており

ます。当社は、健全な財務体質の構築・維持に努め、金利動向や金融機関の融資姿勢を注視すると

ともに取引金融機関の開拓・拡大や親密なコミュニケーションを通じて関係強化を図り、資金調達

の円滑化と多様化に努めております。しかしながら、金融情勢の変化等により金利水準が変動した

場合は、当社の財政状態や経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

②配当政策について

当社は、設立以来配当を実施した実績はありませんが、株主に対する利益還元を経営の重要課

題の一つとして認識しております。しかしながら、当社は現在、成長過程にあり、財務体質の強

化に加えて事業拡大のための内部留保の充実等を図り、収益基盤の多様化や収益力強化のための

投資に充当することが株主に対する最大の利益還元につながると考えております。

将来的には、各事業年度における経営成績を勘案しながら、株主への利益還元を検討していく

所存でありますが、現時点において、配当実施の可能性及び実施時期は未定であります。

（７）J-Adviserとの契約について

当社は、㈱東京証券取引所が運営を行なっております証券市場TOKYO PRO Marketの上場企業で

す。当社では、2023年11月24日にフィリップ証券㈱との間で、担当J-Adviser契約（以下「当該契

約」といいます。）を締結しております。当該契約は、TOKYO PRO Marketにおける当社株式の新規

上場及び上場維持の前提となる契約であり、当該契約を解除し、かつ、他の担当J-Adviserを確保

できない場合、当社株式はTOKYO PRO Marketから上場廃止となります。当該契約における契約解除

に関する条項及び契約解除に係る事前催告に関する事項は以下のとおりです。

なお、本発行者情報の開示日現在において、当該契約の解除条項に該当する事象は生じておりま

せん。

＜J-Adviser契約解除に関する条項＞

当社（以下「甲」という。）が次のいずれかに該当する場合には、フィリップ証券㈱（以下

「乙」という。）はJ-Adviser契約（以下「本契約」という。）を即日無催告解除することができ

る。

①債務超過
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甲がその事業年度の末日に債務超過の状態である場合において、１年以内に債務超過の状態から

脱却しえなかったとき、すなわち債務超過の状態となった事業年度の末日の翌日から起算して１年

を経過する日（当該１年を経過する日が甲の事業年度の末日に当たらないときは、当該１年を経過

する日の後最初に到来する事業年度の末日）までの期間（以下この項において「猶予期間」とい

う。）において債務超過の状態から脱却しえなかった場合。ただし、甲が法律の規定に基づく再生

手続若しくは更生手続又は私的整理に関するガイドライン研究会による「私的整理に関するガイド

ライン」に基づく整理を行うことにより、当該１年を経過した日から起算して１年以内に債務超過

の状態から脱却することを計画している場合（乙が適当と認める場合に限る。）には、２年以内

（審査対象事業年度の末日の翌日から起算して２年を経過する日（猶予期間の最終日の翌日から起

算して１年を経過する日が甲の事業年度の末日に当たらないときは、当該１年を経過する日後最初

に到来する事業年度の末日）までの期間内）に債務超過の状態から脱却しえなかったとき。

なお、乙が適当と認める場合に適合するかどうかの審査は、猶予期間の最終日の属する連結会計

年度（甲が連結財務諸表を作成すべき会社でない場合には事業年度）に係る決算の内容を開示する

までの間において、再建計画（本号ただし書に定める１年以内に債務超過の状態でなくなるための

計画を含む。）を公表している甲を対象とし、甲が提出する当該再建計画並びに次のａ及び、ｂに

定める書類に基づき行う。

ａ　次の（ａ）又は（ｂ）の場合の区分に従い、当該（ａ）又は（ｂ）に規定する書面

（ａ）法律の規定に基づく再生手続又は更生手続を行う場合

当該再建計画が、再生計画又は更生計画として裁判所の認可を得ているものであることを

証する書面

（ｂ）私的整理に関するガイドライン研究会による「私的整理に関するガイドライン」に基づく

整理を行う場合

当該再建計画が、当該ガイドラインにしたがって成立したものであることについて債権者

が記載した書面

ｂ　本号ただし書に定める１年以内に債務超過の状態でなくなるための計画の前提となった重要

な事項等が、公認会計士等により検討されたものであることについて当該公認会計士等が記

載した書面

②銀行取引の停止

甲が発行した手形等が不渡りとなり銀行取引が停止された場合又は停止されることが確実となっ

た旨の報告を書面で受けた場合

③破産手続、再生手続又は更生手続

甲が法律の規定に基づく会社の破産手続、再生手続若しくは更生手続を必要とするに至った場合

（甲が、法律に規定する破産手続、再生手続又は更生手続の原因があることにより、破産手続、再

生手続又は更生手続を必要と判断した場合）又はこれに準ずる状態になった場合。なお、これに準

ずる状態になった場合とは、次のａからｃまでに掲げる場合その他甲が法律の規定に基づく会社の

破産手続、再生手続又は更生手続を必要とするに至った場合に準ずる状態になったと乙が認めた場

合をいうものとし、当該ａからｃまでに掲げる場合には当該ａからｃまでに定める日に本号前段に

該当するものとして取り扱う。

ａ　甲が債務超過又は支払不能に陥り又は陥るおそれがあるとき等で再建を目的としない法律に

基づかない整理を行う場合

甲から当該整理を行うことについての書面による報告を受けた日

ｂ　甲が、債務超過又は支払不能に陥り又は陥るおそれがあること等により事業活動の継続につ

いて困難である旨又は断念する旨を取締役会等において決議又は決定した場合であって、事

業の全部若しくは大部分の譲渡又は解散について株主総会又は普通出資者総会に付議するこ

との取締役会の決議を行った場合、甲から当該事業の譲渡又は解散に関する取締役会の決議

についての書面による報告を受けた日（事業の大部分の譲渡の場合には、当該事業の譲渡が

事業の大部分の譲渡であると乙が認めた日）

ｃ　甲が、財政状態の改善のために、債権者による債務の免除又は第三者による債務の引受若し

くは弁済に関する合意を当該債権者又は第三者と行った場合（当該債務の免除の額又は債務

の引受若しくは弁済の額が直前事業年度の末日における債務の総額の100分の10に相当する額

以上である場合に限る。）

甲から当該合意を行ったことについての書面による報告を受けた日

④前号に該当することとなった場合においても、以下に定める再建計画の開示を行った場合には、

原則として本契約の解除は行わないものとする。
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再建計画とは次のａないしｃの全てに該当するものをいう。

ａ　次の（ａ）又は（ｂ）に定める場合に従い、当該（ａ）又は（ｂ）に定める事項に該当する

こと。

（ａ）甲が法律の規定に基づく再生手続又は更生手続を必要とするに至った場合

当該再建計画が、再生計画又は更生計画として裁判所の認可を得られる見込みがあるもの

であること。

（ｂ）甲が前号ｃに規定する合意を行った場合

当該再建計画が、前号ｃに規定する債権者又は第三者の合意を得ているものであること。

ｂ　当該再建計画に次の（ａ）及び（ｂ）に掲げる事項が記載されていること。

（ａ）当該上場有価証券の全部を消却するものでないこと。

（ｂ）前ａの（ａ）に規定する見込みがある旨及びその理由又は同（ｂ）に規定する合意がなさ

れていること及びそれを証する内容

ｃ　当該再建計画に上場廃止の原因となる事項が記載されている等、公益又は投資者保護の観点

から適当でないと認められるものでないこと。

⑤事業活動の停止

甲が事業活動を停止した場合（甲及びその連結子会社の事業活動が停止されたと乙が認めた場合

をいう。）又はこれに準ずる状態になった場合。

なお、これに準ずる状態になった場合とは、次のａからｃまでに掲げる場合その他甲が事業活動

を停止した場合に準ずる状態になった場合と乙が認めた場合をいうものとし、当該ａからｃまでに

掲げる場合には当該ａからｃまでに掲げる日に同号に該当するものとして取り扱う。

ａ　甲が、合併により解散する場合のうち、合併に際して甲の株主に対してその株券等に代わる

財産の全部又は一部として次の（ａ）又は（ｂ）に該当する株券等を交付する場合は、原則

として、合併がその効力を生ずる日の３日前（休業日を除外する。）の日

（ａ）TOKYO PRO Marketの上場株券等

（ｂ）上場株券等が、その発行者である甲の合併による解散により上場廃止となる場合 当該合併

に係る新設会社若しくは存続会社又は存続会社の親会社（当該会社が発行者である株券等

を当該合併に際して交付する場合に限る。）が上場申請を行い、速やかに上場される見込

みのある株券等

ｂ　甲が、前ａに規定する合併以外の合併により解散する場合は、甲から当該合併に関する株主

総会（普通出資者総会を含む。）の決議についての書面による報告を受けた日（当該合併に

ついて株主総会の決議による承認を要しない場合には、取締役会の決議（委員会設置会社に

あっては、執行役の決定を含む。）についての書面による報告を受けた日）

ｃ　甲が、前ａ及び前ｂに規定する事由以外の事由により解散する場合（③ｂの規定の適用を受

ける場合を除く。）は、甲から当該解散の原因となる事由が発生した旨の書面による報告を

受けた日

⑥不適当な合併等

甲が非上場会社の吸収合併又はこれに類する行為（ⅰ 非上場会社を完全子会社とする株式交

換、ⅱ 非上場会社を子会社化する株式交付、ⅲ 会社分割による非上場会社からの事業の承継、ⅳ 

非上場会社からの事業の譲受け、ⅴ 会社分割による他の者への事業の承継、ⅵ 他の者への事業の

譲渡、ⅶ 非上場会社との業務上の提携、ⅷ 第三者割当による株式若しくは優先出資の割当て、ⅸ 

その他非上場会社の吸収合併又はこれらⅰからⅷまでと同等の効果をもたらすと認められる行為）

を行った場合で、甲が実質的な存続会社でないと乙が認めた場合。

⑦支配株主との取引の健全性の毀損

第三者割当により支配株主が異動した場合（当該割当により支配株主が異動した場合及び当該割

当により交付された募集株式等の転換又は行使により支配株主が異動する見込みがある場合）にお

いて、支配株主との取引に関する健全性が著しく毀損されていると乙が認めるとき。

⑧有価証券報告書又は四半期報告書並びに発行者情報等の提出遅延

甲が提出の義務を有する有価証券報告書又は四半期報告書並びに発行者情報等につき、法令及び

上場規程等に定める期間内に提出しなかった場合で、乙がその遅延理由が適切でないと判断した場

合。

⑨虚偽記載又は不適正意見等

次のａ又はｂに該当する場合

ａ　甲が開示書類等に虚偽記載を行い、かつ、その影響が重大であると乙が認める場合。

ｂ　甲の財務諸表等に添付される監査報告書等において、公認会計士等によって監査意見につい
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ては「不適正意見」又は「意見の表明をしない」旨（天災地変等、甲の責めに帰すべからざ

る事由によるものである場合を除く。）が記載され、かつ、その影響が重大であると乙が認

める場合。

⑩法令違反及び上場規程違反等

甲が重大な法令違反又は上場規程に関する重大な違反を行った場合。

⑪株式事務代行機関への委託

甲が株式事務を㈱東京証券取引所の承認する株式事務代行機関に委託しないこととなった場合又

は委託しないこととなることが確実となった場合。

⑫株式の譲渡制限

甲が当該銘柄に係る株式の譲渡につき制限を行うこととした場合。

⑬完全子会社化

甲が株式交換又は株式移転により他の会社の完全子会社となる場合。

⑭指定振替機関における取扱い

甲が指定振替機関の振替業における取扱いの対象とならないこととなった場合。

⑮株主の権利の不当な制限

株主の権利内容及びその行使が不当に制限されているとして、甲が次のａからｇまでのいずれか

に掲げる行為を行なっていると乙が認めた場合でかつ株主及び投資者の利益を侵害するおそれが大

きいと乙が認める場合、その他株主の権利内容及びその行使が不当に制限されていると乙が認めた

場合。

ａ　買収者以外の株主であることを行使又は割当ての条件とする新株予約権を株主割当て等の形

で発行する買収防衛策（以下「ライツプラン」という。）のうち、行使価額が株式の時価よ

り著しく低い新株予約権を導入時点の株主等に対し割り当てておくものの導入（実質的に買

収防衛策の発動の時点の株主に割り当てるために、導入時点において暫定的に特定の者に割

り当てておく場合を除く。）

ｂ　ライツプランのうち、株主総会で取締役の過半数の交代が決議された場合においても、なお

廃止又は不発動とすることができないものの導入。

ｃ　拒否権付種類株式のうち、取締役の過半数の選解任その他の重要な事項について種類株主総

会の決議を要する旨の定めがなされたものの発行に係る決議又は決定（持株会社である甲の

主要な事業を行なっている子会社が拒否権付種類株式又は取締役選任権付種類株式を甲以外

の者を割当先として発行する場合において、当該種類株式の発行が甲に対する買収の実現を

困難にする方策であると乙が認めるときは、甲が重要な事項について種類株主総会の決議を

要する旨の定めがなされた拒否権付種類株式を発行するものとして取り扱う。）

ｄ　上場株券等について、株主総会において議決権を行使することができる事項のうち取締役の

過半数の選解任その他の重要な事項について制限のある種類の株式への変更に係る決議又は

決定。

ｅ　上場株券等より議決権の多い株式（取締役の選解任その他の重要な事項について株主総会に

おいて一個の議決権を行使することができる数の株式に係る剰余金の配当請求権その他の経

済的利益を受ける権利の価額等が上場株券等より低い株式をいう。）の発行に係る決議又は

決定。

ｆ　議決権の比率が300％を超える第三者割当に係る決議又は決定。ただし、株主及び投資者の利

益を侵害するおそれが少ないと乙が認める場合は、この限りでない。

ｇ　株主総会における議決権を失う株主が生じることとなる株式併合その他同等の効果をもたら

す行為に係る決議又は決定。

⑯全部取得

甲が当該銘柄に係る株式の全部を取得する場合。

⑰株式売渡請求による取得

特別支配株主が甲の当該銘柄に係る株式の全部を取得する場合。

⑱株式併合

甲が特定の者以外の株主の所有する全ての株式を１株に満たない端数となる割合で株式併合を行

う場合。

⑲反社会的勢力の関与

甲が反社会的勢力の関与を受けている事実が判明した場合において、その実態がTOKYO PRO 

Marketに対する株主及び投資者の信頼を著しく毀損したと乙が認めるとき。

⑳その他
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前各号のほか、公益又は投資者保護のため、乙若しくは㈱東京証券取引所が当該銘柄の上場廃止

を適当と認めた場合。

＜J-Adviser契約解除に係る事前催告に関する事項＞

１．いずれかの当事者が、本契約に基づく義務の履行を怠り、又は、その他本契約違反を犯した場

合、相手方は、相当の期間（特段の事情のない限り１ヶ月とする。）を定めてその違反の是正

又は義務の履行を書面で催告し、その催告期間内にその違反の是正又は義務の履行がなされな

かったときは本契約を解除することができる。

２．前項の定めにかかわらず、甲及び乙は、合意により本契約期間中いつでも本契約を解除するこ

とができる。また、いずれかの当事者から相手方に対し、１ヶ月前に書面で通知することによ

り本契約を解除することができる。

３．契約解除する場合、特段の事情のない限り乙は、あらかじめ本契約を解除する旨を㈱東京証券

取引所に通知しなければならない。

５【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

６【研究開発活動】

該当事項はありません。
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７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。

（１）重要な会計方針及び見積り

当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成され

ております。この財務諸表の作成にあたって、経営者による会計方針の選択・適用、資産・負債及

び収益・費用の報告金額及び開示に影響を与える見積りを必要としております。経営者は、これら

の見積りについて、過去の実績等を勘案し合理的に判断しておりますが、実際の結果は、見積りに

よる不確実性のため、これらの見積りと異なる場合があります。

（２）財政状態の分析

当事業年度末の総資産は288,000千円となり、前事業年度末に比べ1,154千円減少いたしました。

その主な原因は以下のとおりであります。

（流動資産）

当事業年度末における流動資産は245,502千円となり、前事業年度末に比べ5,814千円増加いたし

ました。これは主に現金及び預金が19,469千円増加したものの、販売用不動産が12,656千円減少し

たことによるものであります。

（固定資産）

当事業年度末における固定資産は42,498千円となり、前事業年度末に比べ6,969千円減少いたしま

した。これは主に、繰延税金資産が1,169千円増加したものの、有形固定資産が5,456千円、ソフト

ウエアが1,090千円及び長期前払費用が1,427千円減少したことによるものであります。

この結果、総資産は、288,000千円となり、前事業年度末に比べ1,154千円減少いたしました。

（流動負債）

当事業年度末における流動負債は95,554千円となり、前事業年度末に比べ61,919千円減少いたし

ました。これは主に、未払消費税等が3,296千円増加したものの、１年内償還予定の転換社債型新株

予約権付社債が70,000千円減少したことによるものであります。

（固定負債）

当事業年度末における固定負債は34,293千円となり、前事業年度末に比べ25,501千円減少いたし

ました。これは主に、長期借入金が25,078千円減少したことによるものであります。

この結果、負債合計は、129,847千円となり、前事業年度末に比べ87,420千円減少いたしました。

（純資産）

当事業年度末における純資産は158,153千円となり、前事業年度末に比べ86,266千円増加いたしま

した。これは主に、転換社債型新株予約権付社債の転換により資本金が60,000千円増加したことに

加え、当期純利益の計上により利益剰余金が26,266千円増加したことによるものであります。

この結果、自己資本比率は54.9％（前事業年度末は24.9％）となりました。

（３）経営成績の分析

「１【業績等の概要】」に記載のとおりであります。

（４）経営成績に重要な影響を与える要因について

「４【事業等のリスク】」に記載のとおりであります。

（５）キャッシュ・フローの状況の分析

「１【業績等の概要】（２）キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。

（６）経営者の問題意識と今後の方針について

「３【対処すべき課題】」に記載のとおりであります。
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第４【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

該当事項はありません。

2025年９月30日現在

事業所名
（所在地）

設備の内容

帳簿価額

従業員数
（人）建物

（千円）
車両運搬具
（千円）

工具、器具
及び備品
（千円）

ソフトウエア
（千円）

合計
（千円）

本社

（東京都渋谷区）
本社事務所 7,671 12,856 1,094 1,022 22,645 14

セントラルパークタワー

（福岡県福岡市中央区）
賃貸用不動産 6,035 ― ― ― 6,035 ―

２【主要な設備の状況】

当社における主要な設備は、次のとおりであります。

（注）１．本社の建物は賃借物件であり、年間賃借料は12,575千円であります。

２．セントラルパークタワーの建物は賃借物件であり、年間賃借料は2,290千円であります。

３．建物は、賃借建物に施した建物附属設備の金額であります。

４．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は従業員数の100分の10未満であるため、記載しておりません。

５．当社の事業セグメントは、商業用不動産事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載はしておりま

せん。

３【設備の新設、除却等の計画】

（１）重要な設備の新設

該当事項はありません。

（２）重要な改修

該当事項はありません。
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記名・無記名の
別、額面・無額
面の別及び種類

発行可能
株式総数
（株）

未発行
株式数
（株）

事業年度末
現在発行数

（株）
（2025年９月30日）

公表日
現在発行数

（株）
（2025年12月25日）

上場金融商品取
引所名又は登録
認可金融商品取

引業協会名

内容

普通株式 4,000,000 3,000,000 1,060,000 1,060,000

東京証券取引所

TOKYO PRO

Market

権利内容に何ら限定の

ない当社における標準

となる株式であり、単

元株式数は100株であ

ります。

計 4,000,000 3,000,000 1,060,000 1,060,000 ― ―

第５【発行者の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

（３）【ＭＳＣＢ等の行使状況等】

該当事項はありません。

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

年月日
発行済株式
総数増減数

（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金
増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金
増減額
（千円）

資本準備金
残高

（千円）

2023年12月25日

（注）１

普通株式

1,000

A種類株式

△1,000

普通株式

10,000
― 10,000 ― ―

2025年２月７日

（注）２

普通株式

990,000

普通株式

1,000,000
― 10,000 ― ―

2025年6月30日

（注）３

普通株式

60,000

普通株式

1,060,000
30,000 40,000 30,000 30,000

2025年７月30日

（注）４
―

普通株式

1,060,000
60,000 100,000 △30,000 ―

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

（注）１．2023年12月25日開催の定時株主総会決議により、種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。

２．株式分割（１：100）によるものであります。

３．第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の転換による増加であります。

４．資本準備金及び利益剰余金の資本金組入れによるものであります。

2025年９月30日現在

区分

株式の状況（１単元の株式数100株） 単元未
満株式
の状況
（株）

政府及び
地方公共

団体
金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

株主数
（人）

― ― ― ２ ― ― 13 15 ―

所有株式数
（単元）

― ― ― 140 ― ― 10,460 10,600 ―

（６）【所有者別状況】
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区分

株式の状況（１単元の株式数100株） 単元未
満株式
の状況
（株）

政府及び
地方公共

団体
金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

所有株式数
の割合
（％）

― ― ― 1.32 ― ― 98.68 100 ―

（注）１．2025年１月15日開催の定時取締役会決議に基づき、2025年２月７日付にて普通株式１株を100株に分割してお

ります。これにより、発行済株式総数は990,000株増加し、1,000,000株となっております。

２．2025年２月19日開催の臨時株主総会決議に基づき、同日付にて定款の一部を変更し、１単元を100株とする単

元株制度を採用しております。

３．2025年７月１日に第１回無担保転換社債型新株予約権付社債が普通株式への転換により発行済株式総数は

60,000株増加し、1,060,000株となっております。

氏名又は名称 住所
所有株式数

（株）

株式総数に対す

る所有株式数の

割合（％）

藤井　善英 東京都港区 859,900 81.12

矢野　拓也 東京都渋谷区 135,000 12.74

川島　勇之介 東京都港区 12,000 1.13

中山　俊士 東京都目黒区 12,000 1.13

霞ヶ関キャピタル株式会社
東京都千代田区霞が関三丁目２番

１号
10,000 0.94

末永　照雄 東京都江戸川区 8,000 0.75

田中　大祐 東京都国分寺市 5,000 0.47

株式会社アンデム
東京都新宿区新宿一丁目９番５号

新宿御苑さくらビル５階
4,000 0.38

中里　奈々 東京都新宿区 4,000 0.38

石津　大輔 東京都東村山市 2,000 0.19

井上　和重 東京都三鷹市 2,000 0.19

小林　真弓 東京都渋谷区 2,000 0.19

佐藤　泰道 東京都西東京市 2,000 0.19

安田　広幸 東京都中野区 2,000 0.19

計 ― 1,059,900 99.99

（７）【大株主の状況】

2025年9月30日現在

2025年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ―

議決権制限株式（その他） ― ― ―

（８）【議決権の状況】

①【発行済株式】
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区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

完全議決権株式（自己株式等） ― ― ―

完全議決権株式（その他） 普通株式　1,060,000 10,600 ―

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 1,060,000 ― ―

総株主の議決権 ― 10,600 ―

②【自己株式等】

該当事項はありません。

（９）【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

（10）【従業員株式所有制度の内容】

該当事項はありません。
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２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】　普通株式

（１）【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

（２）【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

該当事項はありません。

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

該当事項はありません。

３【配当政策】

当社は、未だ成長拡大の過程にあり、人材の確保・育成、サービス強化のための設備投資、集客

強化のための広告販売促進、その他成長投資に対して迅速に対応することが重要であると考えてお

ります。そのため、中長期的な企業価値の向上が株主の皆様に対する最大の還元に繋がると判断し

ており、現在まで配当を実施しておらず、今後においても当面はこれら成長投資に備え、内部留保

の拡充を図る方針であります。

しかしながら、株主に対する利益還元は経営上の重要課題の１つとして捉えております。業績の

状況、取り巻く環境及び中長期を展望した財務体質を勘案し、内部留保とのバランスを図りながら

その実施を検討する所存ではありますが、現時点において、配当実施の可能性及び実施時期等につ

いては未定であります。

なお、剰余金の配当を行う場合には、年１回の期末配当を基本方針としており、配当の決定機関

は株主総会であります。また、当社は会社法第454条第５項に規定する中間配当を取締役会の決議に

よって行うことができる旨を定款に定めております。

回次 第11期 第12期 第13期

決算年月 2023年９月 2024年９月 2025年９月

最高（円） ― ― 310

最低（円） ― ― 310

月別 2025年４月 2025年５月 2025年６月 2025年７月 2025年８月 2025年９月

最高（円） ― 310 ― ― ― ―

最低（円） ― 310 ― ― ― ―

４【株価の推移】

（１）【最近３年間の事業年度別最高・最低株価】

（注）最高・最低株価は東京証券取引所 TOKYO PRO Marketにおけるものであります。

なお、2025年５月23日をもって同取引所に上場いたしましたので、それ以前の株価については該当事項はあ

りません。

（２）【最近６月間の月別最高・最低株価】

（注）最高・最低株価は東京証券取引所 TOKYO PRO Marketにおけるものであります。

なお、2025年５月23日をもって同取引所に上場いたしましたので、それ以前の株価については該当事項はあ

りません。

また、2025年６月から2025年９月までにおいては、売買実績がないため記載しておりません。
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 報酬
所有

株式数
（株）

代表

取締役
社長 藤井　善英

1984年

７月30日

2008年６月

2009年10月

2012年10月

2014年８月

2023年12月

株式会社アルカディア　入社

株式会社コルレオーネ・インベストメント・ジャパン　

専務取締役就任

当社設立　代表取締役就任

株式会社サムライズ　代表取締役就任

当社　代表取締役社長就任（現任）

（注）３ （注）６ 859,900

専務

取締役

営業
本部長

矢野　拓也
1987年

４月８日

2011年４月

2012年11月

2014年１月

2017年10月

株式会社三菱UFJ銀行　入行

株式会社ワイズマンブリッジ　取締役就任

当社　取締役就任

当社　専務取締役営業本部長就任（現任）

（注）３ （注）６ 135,000

取締役
管理

本部長
嘉味元　義人

1981年

２月５日

2005年３月

2010年１月

2012年２月

2012年５月

2015年３月

2017年12月

2018年２月

2019年６月

2021年２月

2021年８月

2022年９月

2022年12月

2023年12月

2025年12月

アルテック株式会社　入社

アルパレット株式会社（現アルテック新材料株式会社）　

取締役就任

同社　監査役就任

アルテックアイティ株式会社　監査役就任

PT.ALTECH　Auditor就任

PT.ALTECH ASIA PACIFIC INDONESIA　Auditor就任

PT.ALTECH ASIA PACIFIC INDONESIA　出向

同社　Director就任

ALTECH ASIA PACIFIC CO., LTD.　Director就任

ALTECH ASIA PACIFIC VIETNAM CO., LTD.　Auditor就任

愛而泰可新材料（蘇州）有限公司　監事就任

愛而泰可新材料（広州）有限公司　監事就任

愛而泰可新材料（武漢）有限公司　監事就任

重慶愛而泰可新材料有限公司　監事就任

蘇州愛而泰可進出口貿易有限公司　監事就任

蘇州愛而泰可新電力有限公司　監事就任

蘇州愛而泰可新包装有限公司　監事就任

株式会社英進　入社　財務部長就任

当社　入社　管理本部長就任

当社　取締役管理本部長就任

当社　取締役財務経理部長就任（現任）

（注）３ （注）６ ―

取締役
人事

本部長
棚田　純大

1984年

７月27日

2007年８月

2010年８月

2012年４月

2012年12月

2014年１月

2019年３月

2021年９月

2021年12月

2022年１月

2023年９月

2023年10月

2025年８月

2025年12月

株式会社LaLa Plan　入社

株式会社富士誇　入社

株式会社ネオキャリア　入社

株式会社SHIFT　入社

同社 コーポレートディベロップメント本部 人事部 部

長

人事本部 本部長

人事総務統括部 統括部長

株式会社システムアイ　取締役就任

株式会社HOPES　取締役就任

BuilPlus株式会社　取締役就任

インフィニック株式会社　取締役就任

株式会社AETHOS 代表取締役（現任）

当社　取締役総務人事部長就任（現任）

（注）４ ― ―

取締役 ― 田中　茂孝
1955年

11月23日

1979年４月

2000年９月

2002年９月

2006年９月

2010年４月

2014年１月

2017年７月

2022年10月

2023年10月

株式会社大阪有線放送社（現株式会社U-NEXT 

HOLDINGS）　入社

同社　九州支社長就任

同社　西日本支社長就任

株式会社BMB（現株式会社エクシング）　執行役員副本

部長就任

同社　関西支社長就任

株式会社PJ　代表取締役社長就任

同社　顧問就任（現任）

当社　社外取締役就任（現任）

株式会社USEN-NEXT HOLDINGS（現株式会社U-NEXT 

HOLDINGS）　顧問就任（現任）

（注）３ （注）６ ―

５【役員の状況】

男性６名　女性－名（役員のうち女性の比率　―％）
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 報酬
所有

株式数
（株）

監査役 ― 外山　吉丸
1984年

12月４日

2007年12月

2011年２月

2014年９月

2015年８月

2019年７月

2019年10月

2021年11月

2022年10月

2024年１月

2024年９月

新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）　入所

双日シェアードサービス株式会社　入社

株式会社イノーバ　入社

監査法人アヴァンティア　入所

東京ケータリング・ホールディングス株式会社　入社

同社　執行役員管理本部長就任

株式会社プロレド・パートナーズ　管理本部長就任

当社　社外監査役就任（現任）

PROGRESO CONSULTING/外山吉丸公認会計士事務所　代表

就任（現任）

株式会社旅工房　社外監査役就任（現任）

（注）５ （注）６ ―

計 994,900

（注）１．田中茂孝氏は社外取締役であります。

２．外山吉丸氏は社外監査役であります。

３．2025年２月19日開催の臨時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定

時株主総会（2026年９月期に係る定時株主総会）終結の時までであります。

４．2025年12月25日開催の定時株主総会終結の時から、2027年９月期に係る定時株主総会終結の時まででありま

す。

５．2025年２月19日開催の臨時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定

時株主総会（2028年９月期に係る定時株主総会）終結の時までであります。

６．2025年９月期における役員報酬の総額は120,810千円を支給しております。

７．2025年１月15日開催の定時取締役会決議により、2025年２月７日付で普通株式１株を100株に分割しておりま

すが、上記所有株式数は株式分割後の所有株式数で記載しております。
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６【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】

①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、公正かつ効率的な経営に取り組み、企業の社会的責任を果たすために、コーポレー

ト・ガバナンスが重要な課題であると認識しております。そのため、経営の意思決定の内容及び

過程を明確にし、利害関係者の意思や利益を適切に反映していくように努めております。

②会社の機関の内容

イ．取締役会

当社の取締役会は、５名の取締役（うち社外取締役１名）で構成されております。

取締役会は、法令、定款及び株主総会決議に基づき、取締役会規程、職務権限規程、職務権

限基準、その他の当社諸規程等の会社運営の基礎となる諸基準を整備し、取締役の職務執行の

適正性及び効率性を確保しております。なお、定例取締役会が毎月１回、その他必要に応じて

臨時取締役会が開催され、経営に関する重要事項を決定しております。

取締役は、会社の業務執行状況を取締役会に報告するものとしており、これをもとに、取締

役会は取締役の職務執行を監督しております。

ロ．監査役

当社は監査役設置会社を採用しており、現在の組織規模を鑑み社外監査役１名で構成されて

おります。

監査役は、監査役規程に基づき、取締役の業務執行状況を適正に監査しております。また、

監査役は取締役会に出席し、取締役の職務の執行状況を監視するとともに、適宜必要な意見を

述べております。

ハ．会計監査
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当社は、監査法人コスモスと監査契約を締結し、独立した立場から「特定上場有価証券に関

する有価証券上場規程の特例」第128条第３項の規定に基づき監査を受けております。なお、

2025年９月期において監査を執行した公認会計士は新開智之氏、寺島洋希氏の２名であり、い

ずれも継続監査年数は７年以内であります。また当該監査業務にかかる補助者は公認会計士７

名であります。

なお、当社と監査に従事する公認会計士及びその補助者との間には特別の利害関係はありま

せん。

ニ．経営会議

当社の経営会議は、代表取締役社長を議長とし、３名の業務執行取締役及び部長職以上で構

成されており、原則として月２回開催しております。

各部門の業績報告等、業務執行に関する情報を共有するとともに、会社としての課題及び解

決について認識を共有することで業務執行の迅速化を図っております。

ホ．リスク・コンプライアンス委員会

当社のリスク・コンプライアンス委員会は、代表取締役社長を委員長とし、３名の業務執行

取締役、部長職以上及び事務局により構成されており、原則として四半期１回開催しておりま

す。

コンプライアンス上の問題点の把握、共有、対応策の協議・検討を行っており、協議・検討

結果を取締役会に報告しております。

ヘ．内部監査

当社の内部監査は、内部監査室が内部監査規程及び内部監査計画書等に基づき、各部門の業

務に関する監査を実施しております。監査結果は、代表取締役及び被監査部門に報告されると

ともに、必要に応じて被監査部門に改善指示を行い、改善状況を継続的に確認することとして

おります。また、内部監査室は監査役及び監査法人と定期的に面談を行い、監査に必要な情報

について、共有化を図っております。

③内部統制システムの整備の状況

当社は、職務権限規程の遵守により、業務を合理的に分担することで、特定の組織並びに特定

の担当者に業務や権限が集中することを回避し、内部牽制機能が適切に働くよう努めておりま

す。

④リスク管理体制の整備の状況

当社のリスク管理体制は、リスク管理の主管部署として管理部が情報の一元化を行っておりま

す。また、当社は企業経営及び日常の業務に関して、必要に応じて弁護士等の複数の専門家から

経営判断上の参考とするためのアドバイスを受ける体制をとっております。

⑤社外取締役及び社外監査役の状況

当社の社外取締役は１名及び社外監査役は１名を選任しております。

社外取締役は、社内取締役に対する監督、見識に基づく経営への助言を通じ、取締役会の透明

性を担っており、また社外監査役は、経営に対する監視、監督機能を担っております。

社外取締役田中茂孝氏及び社外監査役外山吉丸氏は、当社との間には人的関係、資本的関係、

又は、取引関係その他の利害関係はありません。

なお、当社は、社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準又は方針について特段の定め

はありませんが、選任に際しては、客観的、中立の経営監視機能が十分に発揮されるよう、取引

関係等を考慮した上で、選任を行っております。
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役員区分
報酬等の総額

（千円）

報酬等の種類別の総額

（千円）
対象となる

役員の員数

（人）基本報酬 賞与
ストック

オプション

取締役（社外取締役を除く） 115,500 115,500 ― ― ３

監査役（社外監査役を除く） ― ― ― ― ―

社外役員 5,310 5,310 ― ― ２

⑥支配株主との取引を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

支配株主との取引が発生する場合には、当該取引条件を一般の取引条件と同等の条件に照らし

合わせて決定し、かつ、公正で適切な取引関係の維持に努めることにより、少数株主の利益を害

することのないように対応いたします。

関連当事者取引等については、その取引が当社の経営の健全性を損なってはいないか、その取

引が合理的判断に照らし合わせて有効であるか、また取引条件は他の外部取引と比較して適正で

あるか等に特に留意し、取引の際に取締役会の決議を必要とする方針であります。このような運

用を行うことで、関連当事者取引を取締役会において適時把握し、少数株主の利益を損なう取引

を排除する体制を構築しております。

⑦役員報酬の内容

⑧取締役及び監査役の定数

当社の取締役は７名以内、監査役は３名以内とする旨を定款で定めております。

⑨取締役の選任決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の３分の１以上を有

する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を

定款で定めております。

⑩株主総会の特別決議要件

当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決

議要件について、議決権を行使することができる株主の過半数を有する株主が出席し、その議決

権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定めております。

⑪自己の株式の取得

当社は、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得す

ることができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政

策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであ

ります。

⑫中間配当に関する事項

当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第５項の定めに基づ

き、取締役会の決議により中間配当をすることができる旨を定款に定めております。

⑬取締役及び監査役の責任免除

当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できる環境を整備するため、会社法

第426条第１項の規定により、任務を怠った取締役（取締役であったものを含む）及び監査役

（監査役であったものを含む）の損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって

免除できる旨を定款に定めております。

⑭社外取締役及び社外監査役との責任限定契約の内容の概要

当社は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する

契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低限度額

としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役又は社外監査役が責任

の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
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⑮株式の保有状況

該当事項はありません。

区分

最近事業年度

監査証明業務に基づく報酬（千円） 非監査業務に基づく報酬（千円）

発行者 11,000 ―

（２）【監査報酬の内容等】

①【監査法人に対する報酬の内容】

②【その他重要な報酬の内容】

（最近事業年度）

該当事項はありません。

③【監査法人の発行者に対する非監査業務の内容】

（最近事業年度）

該当事項はありません。

④【監査報酬の決定方針】

当社の事業規模等を勘案して監査報酬額を決定しております。
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第６【経理の状況】

１．財務諸表の作成方法について

（１）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省

令第59号）に基づいて作成しております。

（２）当社の財務諸表は、株式会社東京証券取引所の「特定上場有価証券に関する有価証券上場規程

の特例の施行規則」第116条第３項で認められた会計基準のうち、我が国において一般に公正妥

当と認められる企業会計の基準に準拠しております。

２．監査証明について

当社は、株式会社東京証券取引所の「特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例」第128

条第３項の規定に基づき、当事業年度（2024年10月１日から2025年９月30日まで）の財務諸表につ

いて、監査法人コスモスによる監査を受けております。

３．連結財務諸表について

当社は、子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。
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（単位：千円）

前事業年度
（2024年９月30日）

当事業年度
（2025年９月30日）

資産の部
流動資産

現金及び預金 199,680 219,150
売掛金 362 727
販売用不動産 31,241 18,585
前払金 1,069 1,148
前払費用 7,305 5,685
その他 27 205
流動資産合計 239,687 245,502

固定資産
有形固定資産

建物（純額） 14,929 13,707
車両運搬具（純額） 17,041 12,856
工具、器具及び備品（純額） 1,144 1,094
有形固定資産合計 ※　　33,115 ※　　27,659

無形固定資産
ソフトウエア 2,113 1,022
無形固定資産合計 2,113 1,022

投資その他の資産
投資有価証券 6,966 6,986
出資金 30 30
長期前払費用 1,801 374
敷金及び保証金 4,140 3,956
繰延税金資産 1,300 2,469
投資その他の資産合計 14,238 13,816

固定資産合計 49,467 42,498
資産合計 289,155 288,000

【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

①【貸借対照表】
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（単位：千円）

前事業年度
（2024年９月30日）

当事業年度
（2025年９月30日）

負債の部
流動負債

１年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 70,000 ―
１年内返済予定の長期借入金 29,791 25,078
未払金 7,307 12,914
未払費用 15,213 17,442
未払法人税等 14,345 15,231
未払消費税等 9,347 12,643
預り金 10,743 11,820
その他 726 423
流動負債合計 157,474 95,554

固定負債
長期借入金 59,371 34,293
その他 423 ―
固定負債合計 59,794 34,293

負債合計 217,268 129,847

純資産の部
株主資本

資本金 10,000 100,000
利益剰余金

その他利益剰余金
繰越利益剰余金 61,886 58,153

利益剰余金合計 61,886 58,153
株主資本合計 71,886 158,153

純資産合計 71,886 158,153
負債純資産合計 289,155 288,000
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（単位：千円）

前事業年度
（自　2023年10月１日

至　2024年９月30日）

当事業年度
（自　2024年10月１日

至　2025年９月30日）

売上高 ※１　　429,854 ※１　　475,099
売上原価 97,422 16,778
売上総利益 332,432 458,320
販売費及び一般管理費 ※２　　279,450 ※２　　408,844
営業利益 52,981 49,475
営業外収益

受取利息 17 331
受取配当金 0 0
投資有価証券運用益 189 304
補助金収入 302 726
受取手数料 98 ―
保険解約返戻金 48 ―
祝金受取額 ― 1,190
その他 27 21
営業外収益合計 684 2,575

営業外費用
支払利息 3,493 2,538
その他 12 7
営業外費用合計 3,506 2,546

経常利益 50,160 49,503
特別利益

固定資産売却益 ※３　　2,559 ―
特別利益合計 2,559 ―

税引前当期純利益 52,719 49,503
法人税、住民税及び事業税 18,351 24,407
法人税等調整額 △1,113 △1,169
法人税等合計 17,237 23,237
当期純利益 35,482 26,266

②【損益計算書】
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区分

前事業年度

（自　2023年10月１日

至　2024年９月30日）

当事業年度

（自　2024年10月１日

至　2025年９月30日）

金額（千円）
構成比

（％）
金額（千円）

構成比

（％）

商業用不動産仲介原価

減価償却費

販売広告費

1,000

5,000

1,000

3,122

計 6,000 6.2 4,122 24.6

商業用不動産売買原価

土地建物原価 90,059 12,656

計 90,059 92.4 12,656 75.4

商業用不動産物件管理原価

減価償却費

支払賃料等

―

1,362

―

―

計 1,362 1.4 ― ―

売上原価合計 97,422 100.0 16,778 100.0

売上原価明細書
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（単位：千円）

株主資本

純資産合計
資本金

利益剰余金

株主資本合計その他利益剰余金
利益剰余金合計

繰越利益剰余金

当期首残高 10,000 26,404 26,404 36,404 36,404

当期変動額

当期純利益 ― 35,482 35,482 35,482 35,482

当期変動額合計 ― 35,482 35,482 35,482 35,482

当期末残高 10,000 61,886 61,886 71,886 71,886

（単位：千円）

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金

資本剰余金
合計

その他

利益剰余金 利益剰余金

合計繰越

利益剰余金

当期首残高 10,000 ― ― 61,886 61,886 71,886 71,886

当期変動額

新株の発行
（新株予約権の行
使）

30,000 30,000 30,000 ― ― 60,000 60,000

当期純利益 ― ― ― 26,266 26,266 26,266 26,266

準備金から
資本金への振替

30,000 △30,000 △30,000 ― ― ― ―

利益剰余金から
資本金への振替

30,000 ― ― △30,000 △30,000 ― ―

当期変動額合計 90,000 ― ― △3,733 △3,733 86,266 86,266

当期末残高 100,000 ― ― 58,153 58,153 158,153 158,153

③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　2023年10月１日　至　2024年９月30日）

当事業年度（自　2024年10月１日　至　2025年９月30日）
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（単位：千円）

前事業年度
（自　2023年10月１日
至　2024年９月30日）

当事業年度
（自　2024年10月１日
至　2025年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益 52,719 49,503
減価償却費 6,539 7,255
受取利息及び受取配当金 △18 △332
支払利息 3,493 2,538
固定資産売却損益（△は益） △2,559 ―
投資有価証券運用損益（△は益） △189 △304
売上債権の増減額（△は増加） △362 △364
棚卸資産の増減額（△は増加） ― 12,656
前払費用の増減額（△は増加） △6,322 1,620
未払金の増減額（△は減少） △6,011 5,606
未払費用の増減額（△は減少） 2,958 2,229
預り金の増減額（△は減少） 2,909 1,076
長期未払金の増減額（△は減少） △3,040 ―
その他 18,832 4,233
小計 68,948 85,718
利息及び配当金の受取額 241 617
利息の支払額 △3,604 △2,538
法人税等の支払額 △5,395 △23,520
法人税等の還付額 2,987 ―
営業活動によるキャッシュ・フロー 63,176 60,276

投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出 △16,385 △707
有形固定資産の売却による収入 4,909 ―
無形固定資産の取得による支出 △454 ―
投資有価証券の取得による支出 △3,000 ―
敷金及び保証金の差入による支出 △1,556 ―
敷金及び保証金の回収による収入 14 ―
預り保証金の返還による支出 △960 ―
長期前払費用の取得による支出 △3,881 △308
投資活動によるキャッシュ・フロー △21,315 △1,015

財務活動によるキャッシュ・フロー
転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 ― △10,000
長期借入金の返済による支出 △47,968 △29,791
財務活動によるキャッシュ・フロー △47,968 △39,791

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △6,106 19,469
現金及び現金同等物の期首残高 205,787 199,680
現金及び現金同等物の期末残高 ※　　199,680 ※　　219,150

④【キャッシュ・フロー計算書】
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建物 10年～15年

車両運搬具 ６年

工具、器具及び備品 ３年

【注記事項】

（重要な会計方針）

１．資産の評価基準及び評価方法

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法を採用しております。

なお、組合への出資については、入手可能な直近の決算書を基礎とし持分相当額を純額

で取り込む方法によっています。

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法

販売用不動産

個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算

定）を採用しております。

２．固定資産の減価償却の方法

（１）有形固定資産（リース資産を除く。）

定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

（２）無形固定資産（リース資産を除く。）

定額法を採用しております。

自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）の基づいておりま

す。

（３）長期前払費用

定額法を採用しております。

３．引当金の計上基準

賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合

う分を計上しております。

なお、事業年度末時点で債務が確定した場合には、賞与引当金から未払費用へ振替えてお

ります。
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４．収益及び費用の計上基準

（１）商業用不動産仲介業務

商業用不動産仲介業務は、ビル所有者との業務委託契約に基づき、テナントの募集に関

する義務を負っております。また、出店希望者との業務委託契約に基づき、店舗候補物件

の調査に関する履行義務を負っています。これらの履行義務はビル所有者と出店希望者と

の賃貸借契約が締結される一時点で充足されるものであり、当該契約時点において収益を

認識しております。

（２）商業用不動産売買業務

商業用不動産売買業務は、区分店舗、店舗ビル、用地等の不動産販売であり、顧客との

不動産売買契約書に基づき当該物件の引渡しを行う義務を負っております。当該履行義務

は物件が引き渡される一時点で充足されるものであり、当該所有権移転時点において収益

を計上しております。

（３）商業用不動産物件管理業務

商業用不動産物件管理業務は、ビル所有者との業務委託契約に基づき、不動産の管理・

清掃・保守業務等の建物管理サービスを履行する義務を負っております。当該履行義務は

サービス提供につれて顧客に支配が移転するものであり、履行義務の充足に従い一定期間

にわたり収益を認識しております。

また、サブリース物件及び自社所有物件の賃借人との賃貸借契約に基づき、電気ガス等

を提供する義務等を負っております。当該履行義務はサービス提供につれて顧客に支配が

移転するものであり、履行義務の充足に従い一定期間にわたり収益を認識しております。

工事を必要としているビル所有者を工事業者に紹介する取引に関しては、工事業者とビ

ル所有者との請負契約が締結される一時点で履行義務が充足されるものであり、当該契約

時点において収益を認識しております。

なお、サブリース物件及び自社所有物件の賃貸収入に関しては『リース取引に関する会

計基準』（企業会計基準第13号 2007年３月30日）等に基づき収益を認識しております。

５．キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時引き

出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ価値の変動について僅少なリスクしか負わ

ない、取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

６．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

控除対象外消費税については、当事業年度の費用として処理しております。

事業区分
前事業年度

（2024年９月30日）
当事業年度

（2025年９月30日）

販売用不動産 31,241 18,585

評価損計上額（売上原価） ― 12,656

（重要な会計上の見積り）

１．販売用不動産等

（１）財務諸表に計上した金額

（単位：千円）

（２）識別した項目に係る重要な会計上の見積の内容に関する情報

販売用不動産の評価については、個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基

づく簿価切下げの方法）によっており、収益性の低下した販売用不動産については、正味売却

価額をもって貸借対照表価額としております。この場合の正味売却価額は、販売見込額（売却

市場の時価）から見積追加原価及び見積販売直接経費を控除したものとしております。

- 41 -



販売用不動産の正味売却価額の見積りの基礎となる販売見込額は、物件ごとの現況に応じ

て、物件の立地、規模、周辺の売買取引事例、及び販売実績等を踏まえ算出しております。な

お、物件ごとに特性があり、景気動向、金利動向及び地価動向等の影響を受け、当該見積りは

変動する可能性があります。その結果、販売用不動産の正味売却価額の見積りの前提とした条

件や仮定に変更が生じた場合、翌事業年度の財務諸表における販売用不動産の金額に重要な影

響を与える可能性があります。

２．繰延税金資産の回収可能性

（１）財務諸表に計上した金額

繰延税金資産の金額は、財務諸表「注記事項（税効果会計関係）」の１．に記載の金額と同

一であります。

（２）識別した項目に係る重要な会計上の見積の内容に関する情報

当社は繰延税金資産について、将来の業績見通しに基づき将来の一定期間の課税所得を見積

り、また将来減算一時差異については個別に解消時期を判断し、一定期間に解消が見込まれる

と見積られる将来減算一時差異等に係る繰延税金資産については回収可能性が高いと判断して

おります。

将来の市場環境の変化等により、将来の課税所得が想定から大きく変動し繰延税金資産の回

収可能性が大きく変動する場合や税率の改正がある場合、将来の繰延税金資産の計上額に重要

な影響を及ぼす可能性があります。

（会計方針の変更）

（法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準等の適用）

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号　2022年10月28日）

等を当事業年度の期首から適用しております。

なお、当該会計方針の変更による計算書類に与える影響はありません。

（未適用の会計基準等）

・「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号　2024年９月13日）

・「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第33号　2024年９月13日）

１．概要

2016年１月に国際会計基準審議会（IASB）より国際財務報告基準（IFRS）第16号「リース」

が公表され、同年２月に米国財務会計基準審議会（FASB）よりTopic842「リース」が公表され

た状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、借手の全てのリースについて資産及び負債を

計上する会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。

企業会計基準委員会のリースに関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統

一的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上さ

せる観点から、全てのリースを使用権の取得として捉えて使用権資産を貸借対照表に計上する

とともに、借手のリースの費用配分の方法については、リースがファイナンス・リースである

かオペレーティング・リースであるかにかかわらず、使用権資産に係る減価償却費及びリース

負債に係る利息相当額を計上する会計モデルを採用することとされ、また、国際的な比較可能

性を大きく損なわせない範囲で代替的な取扱いを定めることとされております。

２．適用予定日

早期適用を行う予定でありますが、時期は未定であります。

３．当該会計基準等の適用による影響

「リースに関する会計基準」等の適用により財務諸表に与える影響額については、現時点で

は評価中であります。

（表示方法の変更）

該当事項はありません。
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（会計上の見積りの変更）

該当事項はありません。

（追加情報）

該当事項はありません。

- 43 -



前事業年度
（2024年９月30日）

当事業年度
（2025年９月30日）

有形固定資産の減価償却累計額 21,547千円 27,712千円

（貸借対照表関係）

※　有形固定資産の減価償却累計額

前事業年度
（自　2023年10月１日

至　2024年９月30日）

当事業年度
（自　2024年10月１日

至　2025年９月30日）

役員報酬 80,984千円 120,810千円

給料手当 61,446千円 65,364千円

賞与引当金繰入額 14,650千円 13,075千円

減価償却費 5,539千円 6,255千円

販売費 42.7％ 45.6％

一般管理費 57.3％ 54.4％

前事業年度
（自　2023年10月１日

至　2024年９月30日）

当事業年度
（自　2024年10月１日

至　2025年９月30日）

車両運搬具 2,559千円 ―

（損益計算書関係）

※１　顧客との契約から生じる収益

売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載して

おりません。顧客との契約から生じる収益の金額は、財務諸表「注記事項（収益認識関

係）１.顧客との契約から生じる収益を分解した情報」に記載しております。

※２　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

販売費に属する費用及び一般管理費に属する費用のおおよその割合は以下のとおりであります。

※３　固定資産売却益の内容は次のとおりであります。
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当事業年度
期首株式数（株）

当事業年度
増加株式数（株）

当事業年度
減少株式数（株）

当事業年度
末株式数（株）

普通株式 9,000 1,000 ― 10,000

Ａ種類株式 1,000 ― 1,000 ―

区分 新株予約権の内訳
目的とな
る株式の

種類

目的となる株式の数（株） 当事業年
度末残高
（千円）

当事業年度
期首

当事業年度
増加

当事業年度
減少

当事業年度
末

提出会社
第１回

無担保転換社債型
新株予約権付社債

普通株式 700 ― ― 700 （注）

合計 700 ― ― 700 ―

当事業年度
期首株式数（株）

当事業年度
増加株式数（株）

当事業年度
減少株式数（株）

当事業年度
末株式数（株）

普通株式 10,000 1,050,000 ― 1,060,000

区分 新株予約権の内訳
目的とな
る株式の

種類

目的となる株式の数（株） 当事業年
度末残高
（千円）

当事業年度
期首

当事業年度
増加

当事業年度
減少

当事業年度
末

提出会社
第１回

無担保転換社債型
新株予約権付社債

普通株式 700 ― 700 ― （注）

合計 700 ― 700 ― ―

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　2023年10月１日　至　2024年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

（注）発行済株式数の増減事由は以下のとおりであります。

Ａ種優先株式を廃止し普通株式へ転換したことによる普通株式の増加　　1,000株

Ａ種優先株式を廃止し普通株式へ転換したことによるＡ種類株式の減少　1,000株

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

（注）転換社債型新株予約権付社債については、一括法によっております。

３．配当に関する事項

該当事項はありません。

当事業年度（自　2024年10月１日　至　2025年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

（注）発行済株式数の増加事由は以下のとおりであります。

普通株式１株を100株に株式分割したことによる普通株式の増加　　　　　990,000株

第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の転換による普通株式の増加　　60,000株

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

（注）転換社債型新株予約権付社債については、一括法によっております。

３．配当に関する事項

該当事項はありません。

（キャッシュ・フロー計算書関係）

※現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に記載されている科目の金額との関係は、次のと

おりであります。
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前事業年度
（自　2023年10月１日

至　2024年９月30日）

当事業年度
（自　2024年10月１日

至　2025年９月30日）

現金及び預金勘定 199,680千円 219,150千円

現金及び現金同等物 199,680千円 219,150千円

（リース取引関係）

前事業年度（自　2023年10月１日　至2024年９月30日）

内容の重要性が乏しいため、記載を省略しております。

当事業年度（自　2024年10月１日　至2025年９月30日）

内容の重要性が乏しいため、記載を省略しております。

貸借対照表計上額
（千円）

時価（千円） 差額（千円）

（１）転換社債型新株予約権付社債

（１年内返済予定を含む。）
70,000 71,706 1,706

（２）長期借入金

（１年内返済予定を含む。）
89,162 88,455 △706

（金融商品関係）

１．金融商品の状況に関する事項

（１）金融商品に対する取組方針

当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については主と

して金融機関からの借入及び新株発行による方針であります。

（２）金融商品の内容及びそのリスク

売掛金は顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、任意組合出資金であ

り発行先の信用リスクに晒されております。

未払金、未払費用、未払法人税等、未払法人税等、預り金及び預り保証金は、すべて１

年以内の支払期日であります。長期借入金及び転換社債型新株予約権付社債は、主に物件

購入資金または運転資金に対する資金調達であり、このうち一部は金利の変動リスクに晒

されております。

（３）金融商品に係るリスク管理体制

①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

営業債権である売掛金等については、各部署における担当者が、所定の手続きに従い債

権回収の状況について定期的にモニタリングを行い、支払遅延の早期把握や回収リスクの

軽減を図っております。

②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

投資有価証券については、定期的に組合の決算書を入手し、組合の財務状況や運用状況

を把握することでリスクを管理しております。

③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

資金調達については、各部署からの報告に基づき担当部署が、適時に資金繰り計画を作

成・更新すると共に、返済時期を分散させることにより流動性リスクを管理しておりま

す。

（４）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を

採用することにより、当該価額が変動することがあります。

２．金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

前事業年度（2024年９月30日）
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貸借対照表計上額
（千円）

時価（千円） 差額（千円）

負債計 159,162 160,161 999

区分 前事業年度（千円）

任意組合出資金 6,966

貸借対照表計上額
（千円）

時価（千円） 差額（千円）

長期借入金

（１年内返済予定を含む。）
59,371 58,630 △740

負債計 59,371 58,630 △740

区分 当事業年度（千円）

任意組合出資金 6,986

１年以内
（千円）

１年超
５年以内
（千円）

５年超
10年以内
（千円）

10年超
（千円）

現金及び預金 199,680 ― ― ―

売掛金 362 ― ― ―

合計 200,042 ― ― ―

１年以内
（千円）

１年超
５年以内
（千円）

５年超
10年以内
（千円）

10年超
（千円）

現金及び預金 219,150 ― ― ―

売掛金 727 ― ― ―

合計 219,877 ― ― ―

（※１）「現金及び預金」については、現金であること、「未払金」「未払費用」「未払法人税等」「未払消費税等」

「預り金」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略し

ております。

（※２）任意組合出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021

年６月17日）第24-16項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以

下のとおりであります。

当事業年度（2025年９月30日）

（※１）「現金及び預金」については、現金であること、「未払金」「未払費用」「未払法人税等」「未払消費税等」

「預り金」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略し

ております。

（※２）任意組合出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021

年６月17日）第24-16項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以

下のとおりであります。

（注）１．金銭債権の決算日後の償還予定額

前事業年度（2024年９月30日）

当事業年度（2025年９月30日）

２．転換社債型新株予約権付社債、長期借入金の決算日後の返済予定額

前事業年度（2024年９月30日）
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１年以内
（千円）

１年超
２年以内
（千円）

２年超
３年以内
（千円）

３年超
４年以内
（千円）

４年超
５年以内
（千円）

５年超
（千円）

転換社債型新株予約権付社債 70,000 ― ― ― ― ―

長期借入金 29,791 25,078 20,168 9,720 4,220 185

合計 99,791 25,078 20,168 9,720 4,220 185

１年以内
（千円）

１年超
２年以内
（千円）

２年超
３年以内
（千円）

３年超
４年以内
（千円）

４年超
５年以内
（千円）

５年超
（千円）

長期借入金 25,078 20,168 9,720 4,220 185 ―

合計 25,078 20,168 9,720 4,220 185 ―

時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

転換社債型新株予約権社債

（１年内返済予定を含む。）
― 71,706 ― 71,706

長期借入金

（１年内返済予定を含む。）
― 88,455 ― 88,455

負債計 ― 160,161 ― 160,161

時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金

（１年内返済予定を含む。）
― 58,630 ― 58,630

負債計 ― 58,630 ― 58,630

当事業年度（2025年９月30日）

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下

の３つのレベルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成

される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により
算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以
外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価の算定
に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらの
インプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位
が最も低いレベルに時価を分類しております。

（１）時価で貸借対照表に計上している金融商品
前事業年度（2024年９月30日）

該当事項はありません。

当事業年度（2025年９月30日）

該当事項はありません。

（２）時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
前事業年度（2024年９月30日）

当事業年度（2025年９月30日）

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
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長期借入金及び転換社債型新株予約権社債

長期借入金で変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当社の信用状態は実行時から大きく異な

っていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため当該帳簿価額によっており、レベル２の時価

に分類しております。

固定金利によるものは、元利金の合計を当該借入金の残存期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いて算定す

る方法によっており、レベル２の時価に分類しております。

転換社債型新株予約権付社債は、元利金の合計額を新規に同様の社債発行を行った場合に想定される利率で割り引

いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

（有価証券関係）

１．子会社株式

前事業年度（自　2023年10月１日　至　2024年９月30日）

該当事項はありません。

当事業年度（自　2024年10月１日　至　2025年９月30日）

該当事項はありません。

２．その他有価証券

前事業年度（自　2023年10月１日　至　2024年９月30日）

任意組合出資金（貸借対照表計上額6,966千円）については、市場価格のない株式等であるた

め、時価を記載しておりません。

当事業年度（自　2024年10月１日　至　2025年９月30日）

任意組合出資金（貸借対照表計上額6,986千円）については、市場価格のない株式等であるた

め、時価を記載しておりません。

３．減損処理を行った有価証券

前事業年度（自　2023年10月１日　至　2024年９月30日）

該当事項はありません。

当事業年度（自　2024年10月１日　至　2025年９月30日）

該当事項はありません。

（デリバティブ取引関係）

該当事項はありません。

（退職給付関係）

該当事項はありません。

（ストック・オプション等関係）

該当事項はありません。

前事業年度
（2024年９月30日）

当事業年度
（2025年９月30日）

繰延税金資産

未払事業税 1,257千円 1,499千円

棚卸資産評価損 ―千円 4,484千円

資産除去債務 33千円 102千円

減価償却超過額 8千円 116千円

広告宣伝費 ―千円 691千円

業務委託料 ―千円 58千円

繰延税金資産合計 1,300千円 6,953千円

評価性引当額 ―千円 △4,484千円

（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
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前事業年度
（2024年９月30日）

当事業年度
（2025年９月30日）

繰延税金資産の純額 1,300千円 2,469千円

前事業年度
（2024年９月30日）

当事業年度
（2025年９月30日）

法定実効税率 法定実効税率と税効

果会計適用後の法人税

等の負担率との間の差

異が法定実効税率の

100分の５以下である

ため注記を省略してお

ります。

34.6％

（調整） ％

評価性引当額の増加額 9.1％

交際費等永久に損金に算入されない項目 8.2％

所得拡大促進税制による税額控除 △2.6％

中小法人等に対する軽減税率適用による影響 △1.5％

事業税軽減税率適用による影響 △0.5％

その他 △0.4％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 46.9％

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当

該差異の原因となった主要な項目

３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」（令和７年法律第13号）が2025年３月31日に国会で

成立し、2026年４月１日以後に開始する事業年度から防衛法人特別税が施行されることとなり

ました。これに伴い、2026年10月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に

係る繰延税金資産及び繰延税金負債ついては、法定実効税率を34.59％から35.43％に変更し計

算しております。なお、この変更による金額の差異は軽微であることから、記載は省略してお

ります。

（持分法損益等）

該当事項はありません。

（企業結合等関係）

該当事項はありません。

（資産除去債務関係）

当社は、本社事務所等の不動産賃貸借契約に基づく退去時における原状回復義務を資産除去債

務として認識しております。

なお、当事業年度末における資産除去債務は、負債計上に代えて、不動産賃貸借契約に関連す

る敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、当事業年度の負担に属

する金額を費用に計上する方法によっております。

（賃貸等不動産関係）

該当事項はありません。
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（単位：千円）

前事業年度

（自　2023年10月１日

至　2024年９月30日）

当事業年度

（自　2024年10月１日

至　2025年９月30日）

　商業用不動産仲介業務 303,884 463,500

　商業用不動産売買業務 115,059 ―

　商業用不動産物件管理業務 4,094 6,352

顧客との契約から生じる収益 423,038 469,853

その他の収益（注） 6,815 5,245

外部顧客への売上高 429,854 475,099

（収益認識関係）

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当事業年度（自　2024年10月１日　至　2025年９月30日）

（注）「その他の収益」は、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」に基づく賃料

収入等であります。

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「（重要な会計方針）４．

収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。

３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並

びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込ま

れる収益の金額及び時期に関する情報

（１）契約資産及び契約負債の残高等

該当事項はありません。

（２）残存履行義務に配分した取引価格

当社において、当初の予想契約期間が１年を超える重要な取引を認識していないため、実務

上の便法を適用し、残存履行義務に関する情報は開示しておりません。また、顧客との契約か

ら生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当社のセグメントは、商業用不動産事業の単一セグメントであるため、記載を省略しており

ます。

【関連情報】

前事業年度（自　2023年10月１日　至　2024年９月30日）

１．製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超え

るため、記載を省略しております。

２．地域ごとの情報

（１）売上高

本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略して

おります。

（２）有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超

えるため、記載を省略しております。
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顧客の名称又は氏名 売上高（千円）

株式会社ケン商会 132,022

大和ハウス工業株式会社 77,490

株式会社プロパティソリューションズ 53,910

顧客の名称又は氏名 売上高（千円）

大和ハウス工業株式会社 144,120

fav hospitality group株式会社 70,000

株式会社シティホームズ 53,310

３．主要な顧客ごとの情報

当事業年度（自　2024年10月１日　至　2025年９月30日）

１．製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超え

るため、記載を省略しております。

２．地域ごとの情報

（１）売上高

本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略して

おります。

（２）有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超

えるため、記載を省略しております。

３．主要な顧客ごとの情報

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

該当事項はありません。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

該当事項はありません。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。
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種類
会社等の名

称又は氏名
所在地

資本金又

は出資金

（千円）

事業の内容又は

職業

議決権等の

所有（被所

有）割合

（％）

関連当事

者との関

係

取引の内容
取引金額

（千円）
科目

期末残高

（千円）

役員及び

主要株主
藤井善英 ― ―

当社

代表取締役社長

（被所有）

直接　86.0
債務被保証

当社銀行借入に対

する債務被保証

（注）１

31,841 ― ―

当社事務所賃借に

対する連帯保証

（注）２

10,198 ― ―

【関連当事者情報】

前事業年度（自　2023年10月１日　至　2024年９月30日）

１．関連当事者との取引

財務諸表提出会社と関連当事者の取引

（注）１．当社は、金融機関からの借入に対して代表取締役社長藤井善英より債務保証を受けております。取引金額につ

いては、債務保証を受けている借入金の期末残高を記載しております。なお、当社は当該債務保証について保

証料の支払い及び担保提供を行っておりません。

２．当社は、事務所賃借に対して代表取締役社長藤井善英より債務保証を受けております。年間の支払家賃は

10,198千円であります。また、当社は当該債務保証について保証料の支払い及び担保提供を行っておりませ

ん。

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

該当事項はありません。

当事業年度（自　2024年10月１日　至　2025年９月30日）

１．関連当事者との取引

該当事項はありません。

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

該当事項はありません。
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前事業年度
（自　2023年10月１日

至　2024年９月30日）

当事業年度
（自　2024年10月１日

至　2025年９月30日）

１株当たり純資産額 71円89銭 149円20銭

１株当たり当期純利益 36円34銭 25円87銭

前事業年度
（自　2023年10月１日

至　2024年９月30日）

当事業年度
（自　2024年10月１日

至　2025年９月30日）

当期純利益（千円） 35,482 26,266

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ―

普通株式に係る当期純利益（千円） 35,482 26,266

普通株式の期中平均株式数（株） 976,500 1,015,123

希薄化効果を有しないため、潜在

株式調整後１株当たり当期純利益

の算定に含めなかった潜在株式の

概要

第１回無担保転換社債型新株

予約権付社債

新株予約権の数　35個

（普通株式数　70,000株）

同左

（１株当たり情報）

（注）１．前事業年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非

上場であり、期中平均株価が把握できませんので記載しておりません。また、当事業年度の潜在株式調整後

１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２．当社は2025年１月15日開催の当社取締役会の決議に基づき、2025年２月７日付で普通株式１株につき100株の

株式分割を行いましたが、前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり純資産額及

び１株当たり当期純利益を算定しております。

３．１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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（１） 借入先 興産信用金庫

（２） 借入金額 30,000千円

（３） 借入実行日 2025年11月４日

（４） 借入期間 ７年

（５） 金利 1.85％（固定金利）

（６） 担保の有無 なし

（１） 借入先 興産信用金庫

（２） 借入金額 30,000千円

（３） 借入実行日 2025年11月４日

（４） 借入期間 ５年

（５） 金利 3.00％（固定金利）

（６） 担保の有無 なし

（１） 借入先 株式会社日本政策金融公庫

（２） 借入金額 30,000千円

（３） 借入実行日 2025年11月10日

（４） 借入期間 ５年

（５） 金利 3.10％（固定金利）

（６） 担保の有無 なし

（１） 借入先 株式会社商工組合中央金庫

（２） 借入金額 50,000千円

（３） 借入実行日 2025年11月14日

（４） 借入期間 １年

（５） 金利 2.40％（固定金利）

（６） 担保の有無 なし

（重要な後発事象）

（多額な資金の借入）

当社は、2025年11月４日開催の臨時取締役会及び2025年11月14日開催の取締役会において、

下記のとおり資金の借入について決議し、実行いたしました。

１．資金の借入の理由当社は、財務基盤の一層の強化および安定した資金繰りの確保を目的と

して、本件借入を実行いたしました。これにより、健全な財務体制の維持と持続的な事業運営

の安定化を図ってまいります。

２．借入の概要
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投資有価証券 その他有価証券

種類及び銘柄
投資口数等

（口）

貸借対照表計上額

（千円）

（有限責任組合出資金）

あみシェア北綾瀬任意組合
４ 3,972

（有限責任組合出資金）

あみシェアTX八潮第５任意組合
３ 3,013

計 ７ 6,986

⑤【附属明細表】

【有価証券明細表】

【その他】

資産の種類
当期首残高
（千円）

当期増加額
（千円）

当期減少額
（千円）

当期末残高
（千円）

当期末減価
償却累計額
又は償却累

計額
（千円）

当期償却額
（千円）

差引当期
末残高
（千円）

有形固定資産

建物 21,530 ― ― 21,530 7,823 1,222 13,707

車両運搬具 31,567 ― ― 31,567 18,711 4,184 12,856

工具、器具及び備品 1,564 707 ― 2,272 1,178 757 1,094

有形固定資産計 54,663 707 ― 55,371 27,712 6,164 27,659

無形固定資産

ソフトウエア 5,454 ― ― 5,454 4,431 1,090 1,022

無形固定資産計 5,454 ― ― 5,454 4,431 1,090 1,022

長期前払費用 6,378 308 ― 6,686 4,615 2,668
2,071

（1,697）

工具、器具及び備品 PC購入による増加 707千円

長期前払費用 事務所更新料の増加 308千円

【有形固定資産等明細表】

（注）１．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

（注）２．長期前払費用の「差引当期末残高」欄の（　）内は内書きで、１年内償却予定の長期前払費用であり、貸借対

照表上の流動資産「前払費用」に含めて表示しております。

【社債明細表】

該当事項はありません。
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区分
当期首残高
（千円）

当期末残高
（千円）

平均利率
（％）

返済期限

１年以内に返済予定の長期借入金 29,791 25,078 1.48 ―

長期借入金

（１年以内に返済予定のものを除く。）
59,371 34,293 1.52

2026年10月～

2029年10月

合計 89,162 59,371 ― ―

区分
１年超２年以内

（千円）

２年超３年以内

（千円）

３年超４年以内

（千円）

４年超５年以内

（千円）

長期借入金 20,168 9,720 4,220 185

【借入金等明細表】

（注）１．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．長期借入金及（１年以内に返済予定のものを除く。）の貸借対照表日後５年間の返済予定額は以下のとおりで

あります。

区分
当期首残高
（千円）

当期増加額
（千円）

当期減少額
（目的使用）

（千円）

当期減少額
（その他）
（千円）

当期末残高
（千円）

賞与引当金 ― 14,650 14,650 ― ―

【引当金明細表】

【資産除去債務明細表】

重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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区分 金額（千円）

預金

普通預金 218,750

定期預金 400

合計 219,150

相手先 金額（千円）

株式会社FLEX 495

株式会社オープンハウス・リアルエステート 232

合計 727

当期首残高
（千円）

当期発生高
（千円）

当期回収高
（千円）

当期末残高
（千円）

回収率（％） 滞留期間（日）

(A) (B) (C) (D)
(C)

(A)＋(B)
　

×100

(A)＋(D)

２

(B)

365
　

362 15,626 15,261 727 95.5 13

地域別 面積（㎡） 金額（千円）

関東地区 1,476.79 11,684

その他 366.21 6,901

合計 1,843 18,585

区分 金額（千円）

役員報酬・従業員給与・賞与 9,113

社会保険料 2,199

支払報酬料 3,805

業務委託費 1,577

その他 746

合計 17,442

（２）【主な資産及び負債の内容】

１．資産

①現金及び預金

②売掛金

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

③販売用不動産

２．負債

①未払費用

②長期借入金
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長期借入金については「第６　経理の状況　【財務諸表等】（１）【財務諸表】　⑤【附属

明細表】　【借入金等明細表】に記載しております。

（３）【その他】

該当事項はありません。
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第７【外国為替相場の推移】

該当事項はありません。

事業年度 毎年10月１日から翌年９月30日まで

定時株主総会 毎事業年度終了後３ヵ月以内

基準日 毎年９月30日

株券の種類 ―

剰余金の配当の基準日
毎年９月30日

毎年３月31日

１単元の株式数 100株

単元未満株式の買取り

取扱場所
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　証券代行部

株主名簿管理人
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

取次所 ―

買取手数料 株式の売買の委託にかかる手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法

電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によっ

て電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞

に掲載する。

公告掲載URL　https://zenland.jp/

株主に対する特典 該当事項はありません。

第８【発行者の株式事務の概要】

（注）当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨を定

款に定めております。

（１）会社法第189条第２項各号に掲げる権利

（２）会社法第166条第１項の規定による請求をする権利

（３）株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
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第二部【特別情報】

第１【外部専門家の同意】

該当事項はありません。

第三部【当該有価証券以外の有価証券に関する事項】

該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書 

 2025年12月25日 

株式会社ゼン・ランド 
取締役会  御中 

監査意見 

当監査法人は、株式会社東京証券取引所の特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の

特例第128条第３項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株

式会社ゼン・ランドの2024年10月１日から2025年９月30日までの第13期事業年度の財務諸

表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算

書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。  

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計

の基準に準拠して、株式会社ゼン・ランドの2025年９月30日現在の財政状態並びに同日をも

って終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点におい

て適正に表示しているものと認める。  

監査意見の根拠 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を

行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」

に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社か

ら独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人

は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。  

その他の記載内容 

その他の記載内容は、発行者情報に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以

外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、

監査役の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の

執行を監視することにある。 

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、

当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。 

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程にお

いて、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な

相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に

重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。 

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した

場合には、その事実を報告することが求められている。 

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。 

財務諸表に対する経営者及び監査役の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表

示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及

愛知県名古屋市 

公認会計士 新 開 智 之

㊞

代表社員 

業務執行社員
公認会計士 新開 智之 

代表社員 

業務執行社員
公認会計士 寺島 洋希 



び運用することが含まれる。 

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成するこ

とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責

任がある。 

監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す

ることにある。  

財務諸表監査における監査人の責任 

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤

謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において

独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬に

より発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を

与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。  

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程

を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示

リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断

による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない

が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するため

に、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた

会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、

入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状

況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重

要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起

すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸

表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告

書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企

業として存続できなくなる可能性がある。

・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計

の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構

成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうか

を評価する。

監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別

した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められてい

るその他の事項について報告を行う。 

監査人は、監査役に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵

守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要

因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減する

ためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。 

利害関係 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。  

以 上 

(注)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社（発行者情報提出会社）が別途保管しております。

Kamimoto Yoshito
線

Kamimoto Yoshito
線




